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（平成２４年度大和町一般会計補正予算）」 

日程第 ４「議案第７４号 大和町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例」 

日程第 ５「議案第７５号 大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」 

日程第 ６「議案第７６号 会話町地区計画区域内における建築物の制限に関する 

条例の一部を改正する条例」 

日程第 ７「議案第７７号 大和町庁舎建設基金条例を廃止する条例」 

日程第 ８「議案第７８号 平成２４年度大和町一般会計補正予算」 

日程第 ９「議案第７９号 平成２４年度大和町国民健康保険事業勘定特別会計 

補正予算」 

日程第１０「議案第８０号 平成２４年度大和町介護保険事業勘定特別会計補正予算」 

日程第１１「議案第８１号 平成２４年度大和町下水道事業特別会計補正予算」 
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午前９時５８分  開  議 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

皆さん、おはようございます。 

本会議を再開します。 
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ただいまから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                           

日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、８番藤巻

博史君及び９番松川利充君を指名します。 

                                           

日程第２「一般質問」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

日程第２、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

１番今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      おはようございます。 

それでは、通告に従いまして質問させていただきたいというふうに思い

ます。 

内容は１件３要旨ということで提出をさせていただいております。 

一つはといいますか、ＴＰＰ（環太平洋経連携協定）の参加問題につい

て質問をさせていただきたいというふうに思います。 

ご案内のように、先般衆議院が解散され、きのう告示されたわけであり

ますが、その中の争点の一つにこのＴＰＰへの参加が取り上げられている

ところでございます。このＴＰＰ参加が地域経済に与える影響が、農業へ

の影響のみが突出されて報道されることが多いわけであります。ただ、掘

り下げてみますと、それだけではなくて国民皆保険制度の崩壊とか医療制

度、特に現在行われている保険診療と保険外診療の併用の制限がなくなっ

て自由診療という形になって、その自由診療になると利益率の高い診療が
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ふえてくるということで、お金のない人は今度医者にかかれない人が出て

くるのではないかという懸念がされていることもあるわけであります。そ

ういう意味で、下手をすると医療難民といいますか、そういう人たちがふ

える可能性があるんではないかと。 

それから、雇用の面では、要するに外国の企業が入ってくることによっ

て安い外国人労働者も同時に流入してくるんではないかということで、国

内でのそういった労働面での、雇用面での不安が取り上げられております。 

そのほかにも金融・保険、これは特に米国が日本のこの金融資産、これ

に狙いをつけているとも言われているわけでありますが、そういうものと

か公共調達、各般にわたる影響が懸念されているところでございます。こ

の辺についてはいろいろ新聞報道でご案内のとおりかというふうに思いま

す。 

これも言うまでもないことだと思うんでありますが、そもそもこのＴＰ

Ｐは自由貿易主義という考え方がベースにあって、すべての関税をゼロに

するということが大前提になっていることであります。そういう意味で、

すべてが競争原理に基づいた考え方に立っているということで、要するに

競争力の弱い分野が大きく打撃を受けるというふうにされているわけであ

ります。ＴＰＰ問題については平成22年の12月本議会においても取り上げ

られているようでありますが、本町としてのＴＰＰ問題の対応については

県町村会の取り組みとか関係団体への支援をするということでのご回答で

ございました。 

現在、衆議院の選挙になったということもあって具体的な進展は見えな

い状況ではありますけれども、これまでの二十数年間の間、要するにバブ

ル崩壊後の日本の経済、その中で貿易偏重ということで経済を復活させる

ために貿易をやはり上げなければだめだというのが、経済に軸足を置いて、

そういう経済政策がとられてきたというところでもあります。その当時は

経済のグローバル化ということでどんどん進められたという経過がありま

す。あと、その後、あとは聖域なき構造改革ということでいろんな規制緩

和がなされてきたわけでありますが、これが日本の経済にプラスに影響す

るんだということで進められてきたわけでありますが。実際は必ずしも、

結果的にでありますけれども、地方経済にもたらしたというのは中小製造
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業とか非効率部門、特に農業問題とかあるわけでありますが、そういう分

野の切り捨てというようなものであったというふうにされております。そ

こで、ある一定の経済効果は上がったんでありますが、結果的にやはり大

都市に経済成長の果実といいますか、都市に集中してしまったということ

で、地方交付税の削減とか、あるいは健康保険の負担の問題とかいろいろ

なことが取り上げられて問題になった経過があります。そういうことがこ

のＴＰＰ問題の中では非常に問題視されているところでございます。 

これが参加が現実のものになった場合、まず質問でありますけれども、

本町の経済全般に与える影響をどのように捉えて、どのような対応策をお

考えか、お伺いしたいということでございます。 

それから、もう１点は、今地方分権が言われているわけでありますが、

そういう中でやはり地方といいますか、自治体、地域の自治体として持続

可能な地域経済を生み出す明確な、言ってみれば近未来像の策定、これを

急ぐべきではないかというふうに思うんでありますが、どういうふうにお

考えか、お伺いしたいというふうに思います。 

それから、もう１点は、私の分野でありますけれども、本町でも基幹産

業というふうに位置づけております農業の振興方策についてです。現在、

水田農業ビジョン、これをベースに国の政策に合わせた形である程度見直

しを行いながら対応してきているところでございますが、今後改めてこの

ＴＰＰ問題を踏まえた水田農業ビジョンの見直し、いわば農業振興方策の

見直しをすべきではないかというふうに思うんでありますけれども、その

辺のご見解をお伺いしたいというふうに思います。 

以上、３点についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いしたいと

思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      おはようございます。よろしくお願いします。 

      それでは、ただいまの今野議員のご質問でございますが、ＴＰＰにつ
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きましては、今お話あったとおりでございますけれども、2006年５月28

日にシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの４カ国で発行

した経済連携協定で、2015年までに貿易の関税をゼロにすることが約束

されておりまして、産品のほか医療、金融、保険、雇用、公共調達など、

議員お話しのとおり包括的な自由貿易協定でございます。この４カ国に

アメリカ、オーストラリア、ベトナム、ペルー、マレーシアの５カ国が

加わって９カ国で2010年３月から拡大交渉が行われておるところでござ

います。日本政府もＴＰＰに参加の意向を示していることから、現在さ

まざまな分野で参加の是非が取り上げられているところでございます。 

      去る11月21日に東京で全国の町村長で構成いたします全国町村会大会

が開催されておりますが、ＴＰＰ参加に反対する決議を全会一致で採択

したところでございます。この決議では、ＴＰＰ参加に伴います関税撤

廃によって安価な輸入品が激増し、農林漁業に壊滅的な打撃を与えるこ

とは明らかであるとして、地域の基幹産業である農林漁業だけでなく、

地域経済、社会の崩壊を招くものであると懸念を表明したところでござ

います。 

      お尋ねのＴＰＰ参加が現実のものとなった場合を想定しての１要旨目、

本町の経済全般に対する影響と対応策ということでございますが、一般

的には関税を撤廃することにより輸出関連産業には有利に働くとされて

おるところでございます。町内には自動車関連企業やＩＴ関連企業も立

地しておりますことから、これら輸出関連企業において成長が予想され、

これに伴います関連企業の集積や雇用の拡大、定住の促進が推進される

のではないかと考えております。 

      一方で、本町の基幹産業は稲作を中心とした農業でございまして、全

国町村大会での決議のとおり、安価な輸入品がふえることによりまして

農業は大きな打撃を受けるものと考えます。このことにより、農地の持

つ多面的機能や農村社会におけます集落機能の減退にもつながるのでは

ないかと懸念するところでございます。 

      町では、企業誘致と農業振興を産業政策、まちづくりの柱としており

まして、そのために必要な対策を今後もとっていきたいと考えていると

ころでございます。 
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      次に、２要旨目の持続可能な地域経済を生み出す明確なビジョンの検

討についてでございますが、第四次総合計画におきまして産業施策とし

て、①としまして、一つ目は積極的な企業誘致と既存工業の振興、二つ

目に農林水産業の振興、三つ目に商業の活性化と観光の振興、四つ目に

雇用の安定と勤労者福祉の充実を掲げ、そのために必要な基盤整備や産

業支援等を行い、まちづくり全体として成長戦略をとってきているとこ

ろでございます。 

      ＴＰＰ参加となった場合、国がどのような対策をとるのか注意深く見

きわめていく必要がございますが、基本的には将来像の「自然豊かでひ

とと産業が元気なまち」、基本方針の「宮城の元気を創造する産業のま

ちづくり」を変えることなく、社会情勢の変化に伴い基本政策の変更が

必要な場合は所要の見直しを行ってまいりたいと、このように考えてお

ります。 

      次に、３要旨目、水田農業ビジョンの見直しと町独自の施策展開につ

いてでございますが、水田農業ビジョンの見直しは、国の施策に合わせ

町独自の対策を組み入れながら毎年見直しを行っているところでござい

ます。今後も水田農業の活性化に必要な施策は、関係者と協議しながら

行ってまいりたいと、このように考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      このＴＰＰへの参加問題、今、町長のご答弁にもあったんですが、基

本的に国レベルの議論としてなされているところでございます。個人的

にも輸出産業を担う企業を抱える本町にとっては、その良し悪しの判断

についてはなかなか難しいかなというふうに思ってはおります。ただ、

町民の暮らしといいますか、生活の場はやはり大和町内にあるわけであ

りますので、この点にやはり軸足を置いて対応策を考えるべきではない

かなというふうに思いますけれども、今、この町長の答弁の中で第四次

総合計画をベースにした対応ということで言われているわけでございま
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すけれども、何ていいますか、例えばいろんなところで影響試算されて

いるわけでありますが、私の質問でもちょっと町の経済への影響を質問

しているわけでありますが、具体的なご回答なかったんでありますけれ

ども、国の試算、国の試算もそれぞればらばらにいろいろ試算されてい

るようでございます。内閣府では、このＴＰＰ参加によって2.4兆円から

3.2兆円の経済効果が出るんだという試算をしているようでございます。

それから、経産省は逆に参加しないと輸出産業で10兆円超の損失になる

んだということを言っております。また、農水省では、農業とその関連

産業で８兆円近くの損失があるんだというような試算がされているわけ

であります。この経産省と農水省の試算の差額が大体内閣府の経済効果

にぶつかるような感じがしますけれども、いずれにしても経産省のこの

試算もいろいろ課題があるという指摘がされております。それから、農

水省も同様に、例えばこの８兆円弱の損失部分については、米といった

重要品目、乳製品とかそういう品目のみで計算をされているということ

で、どうもどちらを見てもこの試算に問題があるということで、第三者

的な立場で試算したというのがございまして、ちょっと内容をよく理解

してないんでありますけれども、ＧＴＡＰモデルという試算の方法があ

るそうであります。これで試算していきますと、農産物について、私、

農産物しかちょっとデータないんですけれども、米で約７割弱、それか

ら小麦で５割弱、砂糖、牛肉は２割弱といったような試算がされている

ようでございます。これを単純に本町の農業関係に置きかえていきます

と、いろいろ調べたんですが統一したデータがないので、例えば平成17

年の数字なんですけれども、粗生産額で、米では12億8,000万の減収入に

なるという試算、単純なんですが、減収になると。販売農家であります

が、１戸当たりにしますと110万余りの減収となるということであります

ので、それだけじゃなくて、やはりそれに関連するいろんな産業もある

わけでありますので、全体の経済、この地域、本町の経済に与える影響

も大きなものがあるんではないかなというふうに思います。 

      今の町長の答弁の中で輸出関連企業が多い中で、これが本町の関連企

業の集積とか雇用の拡大とか定住の促進に一定の効果が出てくるのでは

ないかという試算がされている、考え方をされたわけでありますけれど
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も、一方で今の為替相場といいますか、自由為替といいますか、要する

に変動為替の中で円高基調の中で輸出しますと、例えば輸出して企業と

しては利益が出ますというふうになるわけでありますが、ところがその

出た利益を今度逆にドルを円にかえますと円高になってしまうので、そ

のお金は結局海外で投資する、使うというような形になって、それほど

国内の経済へのプラス効果というのは期待できないんではないかという

ような見方をされる方もいるようであります。そうなった場合に、やは

り本当にＴＰＰ参加がプラスに動くのかどうかということがあるかと思

います。いろんな面で関連する商業、工業あるいは製造業の波及も懸念

されるわけでありますので、それが地域経済の衰退を招きかねないとい

う事態になりかねないんではないかなというふうに思っております。そ

ういう意味で、個人的に反対ということなんでありますけれども、そう

いった影響を踏まえた対策をもう少し具体的に考えていくべきではない

かなというふうに思いますけれども、その点について町長のご見解をお

伺いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ＴＰＰの問題でございますが、私、先ほど産業によっては、いわゆる

輸出関連については関税がなくなるのでそういう競争力がつくのではな

いかというお話、輸入については逆の方向が出てくるので厳しい環境に

なるのではないかという一般論的な話をさせていただきました。あと、

円高の問題とかそういったもの非常にいろいろあるんだというふうに思

います。 

      また、試算につきましても、お話しのとおり、推進する省庁ではよい

試算といいますか、結果的に。あと、反対するところではマイナスの試

算ということで、どれを見たらいいんだということで、それも先般、随

分議論になっておったところでございます。ＧＴＡＰモデルというんで

すか、ちょっとそれ私よくわかりませんけれども、そういったいろんな
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試算がある中でやっております。それで、これはＴＰＰを100％受け入れ

た場合にはゼロゼロの場合のケースで一応そういうケースが検討されて

いる部分と、あと今ゼロか100、ゼロゼロではなくていろいろ特例を見な

がらというような説明といいますか考え方もあるということで、さまざ

まな方向で進んでいるといいますか、検討が今後なされていくんだとい

うふうに思っております。ゼロゼロというか、全くそのまま受け入れと

いうことですね、そういうことになった場合にはかなり大きな影響とい

いますか、当然あろうかというふうに思いますので、そういった意味で

町村会のほうでは、そういったことがあってはいけないということ、認

めているということではなく、反対ということで全国町村会の中で統一

見解を出しておるところでございます。 

      今、その中でいろんな議論がなされ、またこれは国内だけではなくて、

いわゆる相手国との交渉の中でいろいろ設定がなされてくるというふう

に思っておりますので、どの段階のどのレベルの設定をということがな

かなか難しいんだと思っております。ましてや国レベルの話、国という

かそういう相手の中で大和町に対する影響ということ、そういった試算

の数値的なものはさっきお話しいただきましたけれども、例えば１戸当

たり100万円の減収になるといった場合に、それに対して国がどういう施

策をするのか、また町がどういう施策をしなければいけないのか。また、

関係団体がどういうことをやるのか。そういった110万というものに、金

額は別としましても何かあった場合に町単独ではない形になってくるん

だというふうに思っております。そういった意味で、町独自ということ

ができれば一番よろしいのかもしれませんけれども、このものに対して

の考え方、町独自の進み方というのはちょっと難しいんではないかとい

うような考えを持っております。今後これが交渉されるかどうかという

ことも含めてになってくるわけでございますので、まだまだ今の段階で

我々の段階のレベルで試算というのは非常に難しいのではないかという

ふうに思っておるところでございます。 

      したがいまして、そのことに対する対応策ということになる、具体的

なことになりますと、今どういったことができるのか。例えば、今まで

戸別補償とかそういったものが一歩進んで、ＴＰＰがあるからという問
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題ではなくて進んでいるのかもしれませんけれども、そういったものも

出てきている中でございますので、やはりこれは国等々の進み具合、国

の考え方、先ほど申しましたけれども、団体等の考え方、そういったも

のも総合した中でやっていくことが基本だというふうに思っております。

また、そういったものがある程度できた中で、次、町独自のものとかそ

ういったものは考えるほうが、さっきの水田農業ビジョンとかもあるわ

けですから、取り組みがあるというふうに思っておるところでございま

す。まず、ちょっと具体的にないのかと言われればそういうことになり

ますけれども、まずはどういう段階でスタートになるのかという基本的

な部分がまだまだ明確でないところだというふうに、今段階、考えてお

りまして、そういった意味では今後の動きにつきましてしっかり注目を

しながらその対応を考えていきたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      今、町長さんの答弁のとおりだというふうに思います。ただ、今、戸

別所得補償制度があって、結局価格差補塡されるわけですよね。今の試

算でいきますと、今、農水省の予算が大体３兆円弱ですよね。2.7兆円ぐ

らいだと思うんですか、それをつぎ込んでも足りないと、仮にさっきの

試算でいきますと。そうなった場合に、じゃあそれの足りない分を今度

どうするんだという、逆に国のレベルの話で恐縮なんでありますけれど

も、そういう問題が出てきます。そうなった場合に、それが地方、県な

り、やはり市町村のほうにも影響してくるんではないかなというふうに

思うんです。そういう意味で、やはり独自にそれを前提にした我が町の

経済をどういうふうにして基盤つくっていくかということを考えていか

なければないのかなというふうな思いで１番目の質問をさせていただき

ました。 

      それから、二つ目の持続可能な地域経済の問題でございます。これは

前段で申し上げたのと関連してといいますか、流れでございますけれど
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も、ある意味このＴＰＰ問題を契機にしたこの地域のあり方を検討する

やはり機会にすべきではないかなという考え方に立って二つ目の質問を

させていただいたわけであります。結局、ＴＰＰ、自由経済、自由競争

の中で企業が海外と競争する以上はやはり結果的に国際競争力をつけな

ければないということだと思うんです。いろんな、例えば農産物の輸出

の問題もいろいろあるんでありますけれども、それらも含めてそういう

国際競争力をつけていかなければないと。 

      さっき申し上げましたように、そういう意味では各輸出産業にとって

はストレートに収益に結びつくとは限らないと思うんです。そういう意

味では、いかに国際市場で、いわば価格競争に勝ち抜いていくのかとい

うことになりますと、勢い製造コストあるいは生産コストを下げるしか

ないんです。そうなったときに、先ほど申し上げたような為替の変動相

場制の中にあっては、円安の状態でないと収益に結びつかなくて結局経

済効果も下がってしまうということになってしまうと思うんです。それ

は結果的に景気の向上につながらないとなると、要するに今の現状のデ

フレ経済からなかなか脱し切れないということにもつながっていくんで

はないかなというふうに思っております。そういう意味で、このＴＰＰ

の参加、加入問題というのは結果的に絵に描いた餅になりかねないかな

という思いもあります。 

      そういう中で、この地域の政策主体である町が、さっき申し上げた地

域の経済社会の持続可能性を確保するという意味では、住民の生活を支

える政策、言ってみれば、お金が町内で循環する仕組み、それをやはり

構築していく必要があるんではないかなというふうに思います。要する

に、住民が働いて所得を得られる機会、場、これをつくって、地域とか

そういった、きのうもいろいろご質問の中にありましたけれども、地域

の共同体の機能の低下の問題とかそういうのを補完するような仕組みを

町として考えていく必要があるんではないかなというふうに思います。 

      それらが、要するに足が地についた自治体としての経済政策につなが

るのかなというふうには思っておりますので、そういうことをこれから、

特に第四次計画の話もあったわけでありますが、それらの具体化、具体

的なアクションプラン等の中でやはり具現化していくべきかなというふ
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うに思います。 

      例えば、農業従事者、ちょっと農業問題で申し上げますが、農業従事

者の高齢化が進んでいる。あるいは、集落機能の低下、先ほど町長のお

話にもありましたけれども、そういうふうな現状の中で、今、多く出て

きております集落営農の仕組み、これをやはり支援を強化していく必要

があるのかなというふうな思いがあります。これらを具体的な計画の中

に取り入れていく必要があるのかなというふうに思います。特に集落営

農の関係については、平成19年からの経営所得安定対策、このときに結

構いっぱいつくられたということでありまして、当時はやはりそれがな

いと補助金が受けられないという縛りといいますか、ネックがあったわ

けであります。そういう意味で、さっき前段で申し上げたような本来目

的とするような集落機能の関係とか地域のコミュニティの問題とかそう

いうところに至っていないということで、単なる補助金の受け皿で終わ

っているような組織の現状かなというふうに思います。そういう意味で、

さっき申し上げた集落営農の支援を強化していただけないかなというふ

うに思うところであります。 

      それから、もう一つは、やはり食の連携による地域経済循環の創出、

これをやはり考え、具体的に進めていくべきではないかなというふうに

思います。これは今国も進めております６次化、産業のでありますので、

商業とか、あるいは製造業との連携の中で地域経済の循環を図っていく

べきではないかなというふうに思います。 

      私ごとでちょっと恐縮なんでありますけれども、あさひなとして転作

絡みで大分大豆の面積がふえました。そこで、私も提案をしてきたんで

ありますけれども、やはり地域内の豆腐屋さんで豆腐をつくってもらう

とかそういうことを提案してずっとやってきたんですが、去年、一昨年

ですか、町内の豆腐屋さんに町内産の大豆を使って豆腐をつくってもら

っております。今販売も一部しているわけでありますが、そういう地域

内の経済活動、それが活性化するようなやはり支援、仕組みを考えてい

くべきではないかなというふうに思います。 

      それから、そのほかにいろいろあると思うんですが、本議会のほうで

いろいろ取り上げられております病院の問題です。これもやはり黒川病
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院を核とした地域医療のネットワーク化といいますか、これを構築をし

て、そして産婦人科の問題とかいろいろあるわけでありますが、それを

解消するような仕組みをして住民の生活の基盤を支えていくという政策

といいますか、これも考えていく必要があるのかなということで、その

ほかにもいろいろ取り上げるべきことがあるかなというふうに思います。

そういったことをぜひこれからの第四次総合計画の推進の中でうまく具

現化していただければ、なお住民のニーズに応えられるし、また地域の

活性化あるいは経済の発展につながるんではないかなというふうに思っ

ております。 

      なぜそういうこと申し上げるかというと、我が大和町、本当に船形連

峰を抱えて自然環境が豊かであります。それから、先ほど来ありますよ

うに、企業が立地されて働く場もあります。それから、人口もふえて居

住環境も整備されてきておりますと。また、それを支える食料、農業生

産もありますと。そういう意味では、一つの、何ていいますか、全体的

なバランスのとれた地域資源が我が町にはあるんではないでしょうかと

いうことでありますので、これらをうまくコーディネートしていくコー

ディネーター的な役をしていくのが町、行政ではないかなというふうに

思っております。ぜひこれから、さっき申し上げた第四次の総合計画の

中のアクションプランの中に具体的に、やはり町としてもっとポジティ

ブに取り組んでいく姿勢をその中に示していただきたいというふうに思

います。 

      今、申し上げたようなことについて、もし町長さんのほうから何かお

考えなりご意見がありましたらお願いしたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいま今野議員のほうからいろいろご意見といいますか、ご提言と

いいますか、いただいたところでございます。お話しのとおり、地域で

循環するといいますか、お金もさることながらすべてのことが。そうい
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ったことが非常にいいことだろうというふうに思っておりますし、今も

ちろんそういったものに向かってやっているところでございます。地域、

そういったものがいろいろつながって大きな循環になっていき、また国

が成り立っていくというふうに思っております。一つには産業の誘致と

いうことで、働く場を設け、そして居住地を設けて、そこで循環をする。

そこでお金も回るといいますか、また農産物につきましては地産地消。

お話あったとおり、大豆とか、あとソバとかそういったものをやってお

りますし、あさひなさんでもいろいろ積極的な取り組みをやっていただ

いているというふうに思っております。 

      また、そういったことで、そういったものを利用してのいろいろな産

業化といいますか、そういったものも、６次産業と今言われております

けれども、まだまだそこまでは大きくはなってないところがありますけ

れども、今後農作物についてはそういったつくるだけではなくて製品化

をして、そしてもう一つの構造体といいますか、産業を構築してやって

いくという方向性、そういったものに向かってということで、そういっ

たことがこれからの農業には必要だと私も考えております。 

      また、医療費につきましても、医療圏につきましてもそのとおりでご

ざいまして、ここは黒川医療圏というのは仙台圏に今一緒になっている

ところでございますけれども、やはり黒川医療圏というのが基本的には

黒川地区というのがあるわけでございまして、黒川病院を中心にして医

師会等と今のネットワーク、または消防関係のネットワーク、そして消

防と仙台の病院とのネットワーク、そういったものもつなぎながらもや

っているところでございまして、お話しのとおり、そういったことの必

要性あると思っておりまして、それに取り組んでおるところでもござい

ます。 

      環境がすべて整ったバランスのよい地域ということで、この恵まれた

地域が大和町でございますので、そういったものを最大限活用した中で、

住民の方々、または企業の方々に働きやすい環境、住みやすい環境、そ

ういったものをつくっていかなければいけないと。これからも精いっぱ

い努力してまいりたいというふうに思います。 

      ポジティブにかかわってということで、決してネガティブとは思って
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おりませんが、もっともっとポジティブにというご激励というふうにと

らせていただきます。こういったことにつきましては、もちろん町で指

導といいますか、提言といいますか、取っかかりといいますか、そうい

った役割もあろうというふうに思っておりますし、またそれぞれの団体

さんといいますか、そういった方々と協働の中でもやっていくというこ

とも当然必要です。また、町民の皆さん、そういった方々との協調、協

働、そういったことも必要でございますので、こういった厳しい環境で

はございますけれども、そういった中で恵まれた地域にある大和町でご

ざいます。 

農業につきましても、さっき集落営農につきましてお話がございました

が、確かに集落営農、これまでの農政の中でいわゆる補助金の受け皿的な

役割という形で進んできた現実があるというふうに思っております。それ

に積極的に取り組んでいただいて、進んで取り組んでいただいた中で積極

的な取り組みをいただいた地域であるのも大和町だというふうに思ってお

りますので、一歩進んだ形でこれまでも来ている現状にもあるというふう

に思っております。これにつきましても、地域の受け皿といいますか、そ

ういったもう一歩進んで形でのものにやっていければというお話もござい

ました。今、昨日あたりもお話ありましたが、区の問題とかそういった課

題もあるところでございますので、そういったことにつきましても皆さん

と協力をしながら、農業団体としての役割、同時に地域のつながりを持つ

ための役割を担っていただけるようになってもらえばというふうに思って

おりますし、町としましてもそういった取り組みについて一緒に協力体制

をとって取り組んでまいりたいと、このように考えておるところでござい

ます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      今のお話のように、昨日もちょっとお話ありましたけれども、やはり

ボール投げてやらないと返ってこないということだと思いますので、ぜ
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ひそういったきちんとした政策としての旗印を出して、そしてリアクシ

ョンといいますか、反応をしてもらえるような取り組みをお願いしたい

というふうに思います。 

      それから、３点目の要旨でございますが、これは水田農業ビジョンの

見直しということでありますが、これは冒頭のご回答にあったとおりか

というふうに思います。ただ、あれも国の政策をやはりベースにして、

それを大きくはね出すといいますか、あるいは大きくプラスになるよう

な内容ではないかなというふうに私思っております。やはりそれを超え

た、水田農業でなくて農業全体の振興、特に今、米の消費が減っている、

そういう中で転作がふえていく。そうなったときに、その農地をどうい

うふうに活用していくのかとかそういう部分をもう少し町として今ある

水田農業ビジョンの中に組み入れてもらっていく必要があるのかなとい

うふうに思います。これはさっき言った、要するにボールを投げないけ

れば答えが返ってこないんでないかということと同じなんでありますが、

ぜひその辺の取り組みをお願いしたいなというふうに思います。 

      これも一つの流れの中でありますが、我々産業建設常任委員会で徳島

県の上勝町の視察に行かせていただきました。ここは葉っぱビジネスで

町民2,000人、1,900人足らずの町でありますが、やはりそれでも一つの

町として機能してやっているというのは、今そういった葉っぱビジネス

の産業が一大産業として機能しているからかなというふうに思います。

そういうものを本町でも、まねをしろということではないんですけれど

も、できることはまねしてもいいと思うんですけれども、そういうこと

も自身やっていかないとやはり経済もですが、町としての発展も進んで

いかないだろうし、それからもう一つはさっき転作と、それから地域の

人口減少、いろいろ前にもお話、議会でも取り上げられております。旧

村地域の人口減の問題とかあるわけでありますけれども、やはりこれも

そういう集落での農業に対する期待といいますか、あるいは農業、例え

ば農地を集積して担い手に集積していく。そうすると、委託した人は農

業から離れていくと。そうしますと、そこにいなくてももういいのかな

ということで流出していくということだと思いますので、そういうこと

ないように地域にそういう人たちが残るようなビジネスをやはり考えて
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いくべきかなというふうに思います。 

      それから、もう一つは、身近なところでは、ご存じかと思うんですが

鳴子の米プロジェクトのお話があるかと思います。これは日本の、本当

にさっきの地域循環、経済の循環と同じ中身で、要するに米をベースに

して地域の中でお金を動かしていくという考え方なんです。米をつくる

人には１俵１万8,000円、60キロ１万8,000円の手取りになるようにする

ということです。買う人は２万4,000円で買うんだそうであります。

6,000円はいろんな事務経費とか、そのプロジェクトの事務経費とかそう

いうのに充てるんだそうでありますが、今の状況からしますと、１万

8,000円ぐらいあると農業者の人たちはやはり再生産がある程度可能だと

いうことでございますので、そういう地域の中で消費をして経済を動か

すといいますか、こうした発想を起こし得る仕掛け人として、町の機能

として果たしていくべきではないかなというふうに思いますので、ぜひ

こういった取り組みを進めていただきたい。 

      地産地消は、さっき大和町の地域資源の話しましたけれども、ある意

味つくれば消費地があるわけです、ある程度の面積。やはりその中で何

とか、今、災害受けた場合の協定だのいろいろされている地域なんかも

あるようでありますけれども、そういう感じで地域内も消費してもらう

というそういう循環型の経済を仕組んでいくような仕掛けを町としてお

願いしたいなというふうに思います。もし、これについて何かご意見と

いいますか、お考えありましたらお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      町が仕掛け人としてというお話でございましたけれども、いろいろや

り方、各地区であるのは私も聞いております。徳島、葉っぱビジネス、

あれは年寄りの、ご老人が始めたというふうに聞いておりますし、ご老

人たちがまたユニークですよね。80ぐらいの人が今から苗植えて、あと

30年後にとる葉っぱをつくると言って頑張るとか、ああいった発想力と
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いいますか、元気な方々が中心になっているというふうに聞いておりま

す。 

      ボールを投げるということの役割を町がということでございますけれ

ども、そういったことについては、町もやるというか、投げることはで

きるんだけれどもアイデアがなかなか出ないということもあると思うん

でございますので、そういった発想についてはいろいろご意見をいただ

きたいということもあります。さっきの鳴子の件も、そういったことに

ついても地域の方々がまずスタートをして、行政がどこまでお手伝いし

たのかあれですけれども、そういった広がりをするための手伝いという

ことはやっていたのかもしれませんけれども、ちょっと具体的にやり方

は存じませんけれども、確かにそういったことのきっかけをつくるとい

うか、そういった役割も我々に、行政にはあるというふうに思っており

ますが、そのアイデアにつきましては、我々が発想するものももちろん

あると思いますが、多くの方々からアイデアを提案いただきまして、そ

してそれをこうやったらいいんではないか、ああやったらいいんではな

いかというような軌道に乗せるということも大切だというふうに思いま

す。行政の考え方というのは、こんなこと私が申し上げるのはあれです

けれども、ある程度固まったといいますか、余りいい新しい発想という

のは入ってこないようなところがありまして、そういった意味ではいろ

んな皆さんからのご意見をいただいてスタートする部分も多いところで

ございますので、そういった意味では一緒にやっていくということはや

ぶさかでございませんし、そういうことによって地域が活性化するとか

新たなビジネスが生まれるとかそういったことについては一生懸命お手

伝いしたいと思っておりますので、アイデアをいただきたいというふう

に思います。 

      今、町のほうでは、七ツ森カードでなくて推奨品として地場産品の推

奨をやっております。それで、例えばお菓子とかマイタケとか、あとは

キクラゲとかシイタケとかそういうのもやっているんですが、なかなか

その次の展開につながっていかないところがございまして、そこまでは

行くんですが、そこから広がらないといいますか、その辺のやり方。

我々の進め方の未熟さというか、そういったこともあるのかもしれませ
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んが、いろいろ取り組んではおるんですがなかなかその次につながって

いかない状況もあるのです。 

      それで、そういったことについても、皆様方もご承知の方もおいでだ

と思いますけれども、そういったものをどうやって次につながけるか、

そういったアイデアにつきましては議員皆様方はもちろんでございます

けれども、関係団体とか住民の方々からいろいろアイデアをいただきな

がら一緒に進めさせていただきたいというふうに思っているところでご

ざいます。そういった新たなといいますか、地元にあるいいものを紹介

しながら進めていくということは大変結構だし、我々も一生懸命取り組

んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

今野善行君。 

 

１  番 （今野善行君） 

      ぜひ前向きにお願いしたいというふうに思います。 

      その葉っぱビジネスでもう一つあるのは、年寄りの人たちが元気にな

って健康保険、医療費が全国下から２番目とか３番目に少ないという町

になっているようでありますけれども、やはりそういうところにつなが

っていくのかなというふうに思います。 

      それから、もう一つ、さっきお話あった地場産品の推奨品の問題で、

推奨はしたけれどもそこから先行かないというお話がありました。やは

りそれは、そこがそれこそ農商工連携のところだと思うんです。そこが

うまく機能すると、そこからさらにもう一歩進むんではないかなという

ふうに思いますので、そういう部分もぜひ力を入れていただきたいとい

うふうに思います。 

      今日、申し上げた中では、いろいろ財源の問題などもかかわってくる

というふうに思いますけれども、企業立地等に伴います財政的な面の支

出といいますか、これが25年度がピークになっているような試算もある

ようでありますので、ぜひ総合的な検討、構築をお願いして私の一般質

問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で今野善行君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

      休憩時間は10分間とします。 

 

         午前１０時５０分  休 憩 

         午前１１時００分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ５番松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      通告に従いまして、２件５要旨について質問いたします。 

      １件目ですが、１件目の一つ目、地域防災訓練に自衛隊、これは大和

駐屯地を指していますが、自衛隊の参加の呼びかけをということであり

ます。 

      10月21日、平成24年度の大和町吉岡の地域防災訓練が吉岡小学校グラ

ウンドを会場に地域の関係者、住民の皆様が参加して行われました。訓

練には、大和町の消防団、吉岡地区の区長会、各婦人防火クラブ、自主

防災会等11の機関が参加しましたが、この訓練に自衛隊の参加がしてお

りませんでした。たしか平成21年度から23年までの３年間は、当訓練日

と大和駐屯地の記念行事と重なり参加できない状況にありましたが、以

前からこの訓練に自衛隊の参加がしたという記憶はありません。私は、

でき得れば早目に調整をして自衛隊の参加を呼びかけて一緒に訓練すべ

きものと考えます。陸上自衛隊は、大規模災害など各種災害に際し、人

命及び財産を守るため平素から各都道府県、各地方自治体などと連携を

して即応態勢を維持し迅速に対応する任務を有しております。特に特別

な状況がない、もしくは訓練がなければ、自衛隊の参加は可能であると
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思います。大和町の地域防災訓練に自衛隊の参加の呼びかけについて、

町長にお伺いします。 

      次、２点目に入ります。 

      防災訓練の中に携帯電話による１１９番の通報訓練、これに関連をし

まして、救急救助発生に伴う救急車の出動条件等についてお伺いいたし

ます。 

      住民の生命、身体、財産を守る活動は、国や自治体の最も基本的な仕

事であります。特に消防の消火活動や救急活動は、市町村の最も基本的

な業務として対価なしで行われています。生命を左右する崇高な任務に

つかれている消防署員の皆様には、心より敬意をあらわすとともに感謝

を申し上げます。 

      ところで、例ですが、昨年の10月31日、山形の大学生ですが、仮にＯ

さんと、こういうふうに呼びます。当時19歳は、市内の自宅から１１９

番を通報して、要請をして、市消防本部の通信員、この通信員は自力で

病院に行けると。これは問いかけと処理をして救急車の出動を見送りま

した。Ｏさんは、９日後に自宅において遺体で発見されました。この死

亡日時は、後でわかったんですが11月の１日、次の日に亡くなっておる

ということであります。この死亡したのは、山形市消防本部が救急車を

出動させなかったためだとして母親が市を相手に損害賠償請求訴訟を起

こし係争中であります。 

      総務省の消防庁の緊急業務実施基準によりますと、消防庁は、救急事

態が発生したときと通報を受けたときは、直ちに救急隊を出動させなけ

ればならないと定められております。これは係争中の事案でありまして

どちらがいいとか悪いとか、そういうことじゃなくて、私は、問題とし

て取り上げたいのは、本件のように救急車を出動させるかどうかの通信

員の判断、これが非常に難しい。出動の可否を判断するための基本的な

マニュアルといいますか、判定項目といいますか、これを黒川消防署に

あるのかどうか。そして、それを町民が理解しているかどうか。町長に

お伺いをいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まず、１件目の地域防災訓練に大和駐屯地の参加を呼びかけてはどう

かのご質問にお答えします。 

      自衛隊につきましては、自然災害を初めといたします災害発生時に地

方公共団体などと連携して国内のどの地域においてもさまざまな災害救

助を実施していることについて承知しているところでございます。特に

昨年３月に発生いたしました東日本大震災におきましては、大規模震災

災害派遣及び原子力災害派遣におきまして、最大時10万人を超す隊員が

派遣されたところでございます。自衛隊の災害派遣につきましては、都

道府県知事からの要請により行うことを原則としておりまして、市町村

長は都道府県知事に対しまして災害派遣の要請をするよう求めることが

できることになっております。 

      大和町が毎年行っております防災訓練につきまして自衛隊の参加を今

までは考えておりませんでしたが、自衛隊の参加ということになります

れば、自衛隊として参加できるものかどうなのか。参加できるとなれば、

どのような内容で参加できるのかなど、今後大和駐屯地と協議をしてい

かなければいけないと思います。 

      また、これまで行ってきました消防署、消防団、警察などとの調整が

必要になってくると思いますので、今後の防災訓練に向けて検討させて

いただきたいと、このように思います。 

      なお、昨年２月17日に宮城県隊友会大和統合支部と災害時におけます

隊友会の協力に関する協定を締結していただいておりますので、今後防

災訓練に参加していただけるように検討してまいりたいと考えておりま

す。 

      続きまして、救急救助発生に伴います救急車の出動条件等についてお

答えいたします。 

      大和町では、救急業務等を黒川地域行政事務組合で共同処理しており

ますので、救急車を所有しております黒川消防本部から確認した内容と

いうことでお答えをさせていただきたいと思います。 
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      昨年の10月、先ほどお話がありましたが、山形市におきまして１１９

番通報を受けたにもかかわらず救急車を出動させなかったために山形大

学の学生さんが死亡した事件がございましたが、山形市においては、救

急車の出動を決める６項目の基準を独自に定めていたようでございます。

しかし、黒川消防署におきましては独自基準は定めておりませんで、消

防法などに基づきまして運用している状況にございます。 

      黒川消防本部におきましては、年間3,000件の救急出動要請があるとい

うことでございますが、これを４台の救急車で対応しておりまして、救

急車が間に合わない場合には、間に合わないということは出払っている

場合です。そういった場合には、まず消防ポンプ車が出動しまして、救

急車が来るまでの対応を行っているとのことでございます。事故につい

ては無条件で出動しておりますが、救急の場合の判断が難しいとのこと

でございます。特に軽症の場合の明確な判断基準がなく難しいというこ

とでございますが、救急要請を受けた段階で断ることも難しいものです

から、現段階では救急要請を断ってはいないと。いわゆる救急があった

場合にはすべて出動しているということでございます。幸い黒川消防本

部においては、まだ身動きのとれない状況ではない。要するに、件数が

物すごく多くてどうしようもならないといいますか、そういう状況では

ないということでございますけれども、病院側の受け入れ体制が大変に

なっているということで、軽症者について検討していかなければならな

い段階に来ているということの消防の見解でございました。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      ただいま町長のご答弁の中に、昨年３月11日の東日本大震災における

自衛隊の活躍についてお話をされましたが、これについて少し説明をさ

せていただきます。 

      災害直後に急派された陸海空の自衛隊は、当初生存者の救出に全力を

挙げました。これは72時間以内に、３日間以内に生死の境目となるから、
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これに全力を尽くしたわけであります。自衛隊は、この派遣によりまし

て１万9,000人の人命を救助したと記録が残っております。その中の半分

に近い8,385名、これは第６師団、これは山形にあって宮城、福島、この

３県を担当しておるんですが、第６師団は約半分近くを救助できました。

ちなみに、ここの第６戦車大隊、これは153名の人命を救助いたしました。

そして、311名の遺体を収容いたしました。なお、ここの駐屯地にある第

６偵察隊は情報収集部隊でありますので、人命救助ということでは上が

っておりません。このことは、日ごろの厳しい訓練と物心両面の準備等

の即応態勢が維持されているということを立証されたものであります。 

これほど多くの人命を救助することができた要因、私の知る限りは３点

挙げますが、一つは大和駐屯地にある第６偵察隊という部隊ですが、これ

は震災起きた後の６分後に、一部の部隊ということですが初動情報組、あ

とは無線中継組、これを６分後、２時52分に駐屯地を出た。なお、これに

は裏話がありまして、あの震災の２日前に震度５強の地震がありまして、

そのときに対応が遅いということで隊長から強い指導があって、そして間

もなくのことだったので６分後に出られたと、こういうことであります。 

二つ目の要因としましては、村井知事の決断の早さです。村井知事は、

発災後の10分後、すなわち３時２分にもう躊躇することなくというか、そ

のとき自衛隊の方面総監部からもう要員が県庁に駆けつけておりましたの

で、すぐにそこで災害派遣を要請をした。この早さが人命救助につながっ

た。 

そして、三つ目として挙げたいのは、自衛隊の即応態勢にあります。こ

こで言う基準に示す第６戦車大隊ですが、１時間後に即応部隊出なさいと。

初動対象部隊は出なさいと。こういうふうに規定されているんですが、も

う部隊として１時間後にもう部隊を出しておる。南三陸町、登米市に前進

をさせたと、こういうふうになっております。もし、自衛隊の出動がおく

れていれば、犠牲者の数は倍増していたかもしれません。 

自衛隊は、被災地で懸命に不明者の捜索、瓦れきの撤去等の作業を続け、

自衛隊の存在そのものが被災者に安心感を与えました。幸いにも、当町に

は駐屯地があります。当訓練に自衛隊の姿を見せるだけで町民に安心感を

与えることができると信じております。 
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大和駐屯地は、過去10年間、これは平成12年から23年の災害派遣の回数

ですが、19回出動いたしました。そのうち最も多かったのは地震、これは

津波を含んでですが、災害派遣に８回、山岳遭難ですが、これには６回、

あと火災、林野火災も含みますが４回と。こういうふうに大和町なってお

ります。大和町でこれから地震、山岳遭難、火災、こういうものにプラス

をして、台風、異常気象によるゲリラ豪雨等の風水害、河川の氾濫、崖崩

れ等、または豪雪による雪崩等の発生による災害派遣が予想されるます。

自治体において最も重要なのは、住民の生命、財産を守ることであり、そ

のためには日ごろから自衛隊と連携を密にして一緒に訓練をし、意思疎通

をよくしておくことが大切と思います。改めて町長の考えをお伺いします。 

また、参考までに申しますが、11月11日ですか、大衡村で防災訓練があ

りましたが、これに自衛隊が参加をして炊き出し訓練、あとは装備品の展

示、これをしております。これよりちょっと前になりますが、加美町の防

災訓練にも自衛隊は参加をしております。なお、大衡村においては、役場

の中に、役場の総務課に防災担当ということで自衛官退職者１名を採用し

ております。防災に対処しております。なお、多賀城でも今年になってか

ら１名の自衛官退職者を採用している。これは参考までです。よろしくお

願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      自衛隊の皆さんの先般の震災での救助活動には本当に感謝を申し上げ

ているところでございます。大和駐屯地があるということ、第６師団、

大変なご活躍をいただきました。また、あのときには大和町総合運動公

園にも、これは根室、釧路の第５旅団の方が来られまして、夏まで駐屯

していただきまして、ここから災害対応といいますか、救助活動をして

いただきました。あのときも迅速な活動ということで、大和駐屯地の前

の指令、阿部指令がちょうど向こうにおいででして、責任者としてこっ

ちに来られまして、次の日の朝ですか、電話をよこしまして、どこか駐
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屯、駐留できるところはないですかという問い合わせでした。そのとき

に総合運動公園でどうですかとお話ししましたら、結構ですと。どこに

おいでですかと言ったら、もう宮城と岩手の県境まで来てましたという

ことですぐ入ってもらった経緯がございました。本当に感謝しておりま

す。 

      そのほかにも船形山での遭難で５名の方を救助してもらった。冬山で

したが、こともございましたし、落合での山林火災のときにも大変お世

話になっておりまして、自衛隊の皆様方、本来国を守るという大きな崇

高な役割があるわけでございますが、そのほかにも大変なご協力をいた

だいておりまして感謝申し上げておるところでございます。 

      そういった方々に訓練に参加していただく、大和町の訓練、大変いい

ことだというふうに思っております。ただ、どういった形で参加してい

ただけるかということでございます。大衡村とかそういうところでやっ

たのは聞いておりますが、いわゆる炊き出し、そして装備品の展示、そ

ういった形でのご協力といいますか、そういうふうに聞いております。

そういった形の協力ということで参加もいただけるというふうに思いま

すし、その内容につきましてどういった形だったら参加できるのかとい

うことを自衛隊の方と協議させていただきたいというふうに思っており

ます。そういった炊き出しですと、大和町の場合は、例えば婦人会の

方々にアルファ米とかそういったもので炊き出しの訓練ということもあ

るわけでございまして、その辺の協調性といいますか、そういったこと

もあると思いますので、その訓練の内容、そして自衛隊の方々に参加い

ただく、もしやってもらうと非常に本格的な活動の場というのも出てく

るとすれば、我々のレベルとのあり方ということもあるかと思いますの

で、そのやり方について今後、駐屯地の方々とどういった形だったらご

協力いただけるのか。こちらとしてはこういうお願いというかあると思

いますので、その辺の打ち合わせといいますか、そういったのをさせて

いただければというふうに思っているところでございます。 

      大和町に駐屯地があるということ、非常に我々も誇りに思っておりま

すし、そのことで安心が非常に大きいわけでございますので、ましてこ

の間の震災で自衛隊の方々に対する見方といいますか、新たな部分が出
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てきておりますので、そういった方々と協働で、また警察署、消防団、

消防と一緒にやれる訓練というのは意義のあるものというふうに考えて

おりますが、そのやり方についていろいろ関係者と協議をさせていただ

きたいというふうに思います。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      自衛隊との共同訓練の内容ですが、別に余り堅苦しく考える必要はな

いと、こういうふうに思います。もう炊き出しだとか展示だとか、本当

に何でも、こういうことやってくださいよとか、見せてくださいよとい

うふうなことを遠慮なく言っていただければ、ほとんど町の要望に応え

られるものじゃないかと思います。 

      なお、当時の３月11日の日、私も隊友会として役場に来ていたわけで

すが、あのとき、７時ころですか、炊き出しというか、次の日の食事を

ちょっとというふうなことで町長から言われましてすぐ部隊と、あと方

面総監部とかけ合いましたが、そのときにもう既に、ご存じのように沿

岸部の被害の状況が入りまして、沿岸部にすべて行って町のほうにご協

力できなかったということをおわびしておきます。 

      次にですが、救急車の件でありますが、先ほども答弁にありましたよ

うに、黒川消防本部では、救急車にまだ身動きできない状況ではないん

だと。余裕があるんだと。こういうことでありましたが、それでも独自

の基準は定めていないと、こういうことでありますが、やはり通信受け

た、通報を受けた通信士が判断しやすいようなそういうふうな基準とい

うか、ある程度のことは定めておく必要があるというふうに思います。

答弁の中にありました急病の場合の判断が難しいと。特に軽症の場合、

明確な判断基準がなく難しいことであると、こういうふうなことを言っ

ておりますが、一般的に我々の知っている救急車の出動、これは救急と

いうことで連絡を行くと、消火ですかと、消防ですか、もしくは救急で

すか。そして、通信員の判断としては、これはいたずら電話か、間違い
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電話か、もしくは問い合わせの電話か、こういうふうな大きな区分とい

うか、何かあるそうであります。これで救急の場合の判断、重症か、軽

症か、通信係は本当に難しい判断を迫られるというふうに陥るかと、こ

ういうふうに思います。ですので、余裕があるうちに、どういう場合に

は出せるんですよというふうな基準というか条件というか、そういうも

のをやはり確立しておく必要があるんじゃないかなと、こういうふうに

思います。もう一度、町長のご答弁をお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問でございますが、初めに余裕があるということでお

話しでございましたが、決して余裕があるわけではございません。今、

年間3,000台というふうに申し上げました。これ大体１日に３時間に１台

のペースでございます、１台。それで、今、半分ぐらいは郡内の病院、

主に黒川病院でございますが、そこに収容ができるようになりましたの

で、時間的には比較的前よりは少なくなったのですが、搬送時間、帰っ

てくる時間考えますと、やはり小１時間、１時間以上の時間になります。

それで、ましてや病院を探す時間とかそういったことがありますので、

結構な時間あけることになります、１台が行くと。それで、例えば本署

で車２台出払ってしまって、また応援が、救急が来た場合には大衡から

来るとか富谷から来るとか、そういった対応で回しているわけです。全

部出払っているときには、先ほど申しましたとおり、とりあえず救命士

がおりますので、消防車でそこに出向いて、患者さんのところに。それ

で、応急処置をして、その間に救急車が到着するのを待つという状況で

ございます。したがって、決して余裕があるということではないという

ことで、ぎりぎりのところで回っているのが現実です。 

      それで、その基準をつくってないということでございますが、独自の

ものはつくってないということで、消防法に基づいた基準は当然あるわ

けでございます。それで、お話しのとおり、消防なのか救急なのかから
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始まりまして、いたずら電話かという判断もしなければならないところ

ですが、現在は独自のものを持っておりませんので、それを基準として

いる。そして、判断が非常に難しいということでございますので、来た

ものについてはすべて出動している状況にあります。現在です。それで、

たまには救急車まで要らなかったんではないかということもあるようで

すが、そういった段階でもまず要請があった場合には必ず行くという体

制を今とっております。 

      ただ、今、お話ししたとおり3,000件というもの、３時間に一遍という

ことでございますので、全部に行っていることがこれ以上ふえてくると

難しくなるという状況が近づいているのも現状でございます。これ以上

ふえるとすべてには対応できないですので、そこで初めて独自の判断基

準が出てきて、こういうものだったら行く、これはもしかしてそちらで

何とかできませんかというお話をするというものが出てくるんだという

ふうに思っております。その基準はやはり難しいんです、そのとおり。

それで、現在はそういうところですべてに出る体制をとっておるところ

でございますが、3,000台を超えてもっとふえてくるとその対応が難しく

なってくるので、独自の基準も今後視野に入れて検討していかなければ

いけない段階に来ているという状況でございます。本来、利用いただい

ている中でやはりいわゆる救急車が必要な場合と、言葉悪ければタクシ

ーのかわりというかそういうケース、黒川郡の場合は都会ほどはないよ

うでございますが、そういったケースもあるということでございますの

で、今後独自の基準といいますか、そういったものも必要になってくる

段階にそろそろ入ってきているという現状にあるというふうに思ってお

ります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      黒川消防署本部において3,000件の出動があると。これ、今日、初めて

知りました。本当に消防の皆様には、陰には大変な苦労があるんだなと
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いうふうな認識をいたしました。その中には、救急車が来る、どこかで

運用できないとか、消防車が来て対応しているということにつきまして、

日ごろ救急車というか、ここになぜ消防車が来ているのかなというふう

なそういうことも見受けられたというか、感じたことがありましたので、

そんなわけだったのかなというふうに理解をいたしました。 

      先ほど申しましたように、そんなに余裕がない状況でありますので、

先ほど申しました消防要請かもしくは救急の要請か、いたずらか、間違

いか、もくしは問い合わせか。山形のＯさんの場合には、これを問い合

わせと、こういうふうに判断というか区分をして対応して、そして死亡

に至ってしまったと、こういうことでありますので、この辺はもう医療

的なこともあり大変難しい。基準を示す、状況も示すのも難しいと。こ

ういうふうなことと思いますが、ぜひともいろいろ研究もされて準備を

していただきたいなというふうに思います。Ｏさんのような事件が起き

ないように、救急車の出動条件について整備して、住民の皆さんにいざ

というときには出動してくれると、安心感を与えていただきたいと、こ

ういうふうに思います。よろしくお願いをいたします。 

      次の質問に入ります。 

      ２件目ですが、３要旨あります。自信と誇りを持てる教育をというこ

とでございます。 

      平成18年、教育基本法が改正され、それに基づき学習指導要領が新し

くなるに伴い、本議会においても平成20年の12月の定例会のころから学

力向上策として教育に関する一般質問、これは14件と数多くあることに

気づきました。これは町民の教育に関する教育基本法の改正による教育

への期待とある種の危機感があるのではないかと感じております。大和

町においては、新学習指導要領による教育は、小学校では23年度から、

中学校においては本年度、24年度からスムーズに移行したと承知してお

ります。大和町は、平成24年度の学校教育の充実のための重点目標とし

て、確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成、学校組織の改善

と教職員の資質の向上等５点の項目を挙げて新しい学習指導要領に積極

的に取り組む姿勢が感じられます。それぞれ項目ごとに重点策を講じ進

められたことは大変すばらしいことであります。ただ、この対策だけで
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いいのかと、私は画竜点睛を欠くというか、何かが不足していると感じ

ております。 

      教育の目的は、人格の完成を目指し、自立した志ある国民を育てるこ

とにあると言われます。私は、新しい指導要領に基づいた学力向上の具

体策を着実に実行するとともに、あわせて日本人として自信と誇りの持

てる教育をすることが大切であると考えます。ここで、イギリスとアメ

リカの取り組んだ教育改革について、例を挙げて質問をいたします。 

      １点目ですが、自虐的な偏向教育の是正及び教育水準の向上について

であります。 

      1980年代のイギリスのサッチャー元首相は、サッチャーの改革と言わ

れるイギリス社会の大改革を断行いたしました。その中の一つとして、

イギリス人の精神、とりわけ若者の精神を鍛え直すというびっくりする

ような意識改革を行いました。それは、壮大な教育改革でありました。

サッチャーは、今から22年前になりますか、1980年、教育改革法で二つ

のことを断行いたしました。一つは自虐的な偏向教育の是正、もう一つ

は教育水準の向上であります。これはどちらも今の日本の教育が抱えて

いると言われる課題と重なっております。自虐的な教育は、敗戦国日本

の特有のことと思っておりましたが、戦勝国のイギリスにおいてもその

ような教育が行われていたことを知って驚きました。過去長年にわたっ

てイギリスが行ってきた帝国主義の反動によるものだと言われておりま

す。確かにイギリスの植民地政策を思い浮かべれば、イギリスの歴史は

収奪の歴史であり、国内に自虐的な自国の歴史観が生まれてもおかしく

ありません。当時イギリスで使われていた歴史教科書の中には、人種差

別はどのようにイギリスにやってきたのかというようなものもあり、ア

フリカを搾取するイギリスを太った家畜に例えたイラストが載っている。

この教科書は、高等の教育ではなく初等教育で使われました。大変イギ

リスの子供たちの自尊心を傷つける教育でした。こんな教科書で教育を

したのではイギリス国民としての自尊心を育てることはできないとサッ

チャーは考えて、88年の教育改革で教科書の記述にバランスをとるとい

う観点を取り入れられ、例えば植民地における奴隷労働の負の面を書い

たら、イギリスが世界に先駆けて奴隷貿易を廃止したこともきちんと載
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せるというそういうものでした。決して自画自賛する記述ではなかった

ようであります。 

      次に、教育水準の向上ですが、まず国定のカリキュラム、これは学習

課程といいますか、これをつくり、全国共通の学力テストを実施をしま

した。そして、教育省から独立した女王直属の学校調査機関をつくり、

5,000名以上の調査官を全国に派遣して国定カリキュラムどおりに教育が

行われているかどうかを徹底的にチェックしました。その結果、水準に

達していないとわかった学校は容赦なく廃校にしました。その数は100校

以上に及んだと言われております。また、そういう学校に教師を送り込

んだ大学の教育学部までつぶされたと、こういうふうに言われています。 

      次、ゆとり教育から詰め込み教育及び家庭価値の見直しについてであ

ります。 

      1983年、アメリカではレーガン元大統領が「危機に立つ国家」という

報告書を発表し、教育改革の旗を上げました。60年代のアメリカで進ん

だ教育の自由化は、学力の低下を招き享楽主義を蔓延していました。こ

の反省から、規律を重んじる教育を行うと同時に、ゆとり教育の反省、

反対の教育です。いわば詰め込み教育の転換を図りました。日本のゆと

り教育を反省した教育の転換を日本はしたわけですが、実は日本がお手

本にしたのが60年代のアメリカの教育でありました。さらに、アメリカ

では、ベトナム戦争後ドラッグが蔓延し、学校も家庭も崩壊してしまい

ました。レーガン元大統領は、学校立て直しと同時に家庭の価値の見直

しを進めました。このときレーガン大統領が理想の家族として挙げたの

が日本でもおなじみになった、テレビ番組でおなじみになった「大草原

の小さな家」であります。この「大草原の小さな家」は、アメリカの南

北戦争すぐ後の開拓化の物語でありますが、この家族は、頼りになるお

父さんとお母さんがいて、みんなで助け合って暮らす敬虔なプロテスタ

ントであり、汗を流すことをいとわない一家でありました。その設定が

奇しくもアメリカの開拓時代の精神を喚起させて郷愁を誘うことになり、

それはまさに古きよき時代のアメリカの理想の家族のイメージでありま

した。こうした家族の価値の見直しを打ち出したレーガン大統領政権以

後のアメリカ、25年たっているわけですが、民主・共和両党は「家族の
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価値」という言葉を使うようになり、アメリカの家族の崩壊は食いとめ

られたと言われております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      松浦さん、もう少し端的にお願いします。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      はい、わかりました。 

      次に３点目ですが、「自国に誇りを持てる教育」について端的に申し

上げます。 

      これは古い歴史資料になりますが、日本の青年研究所が日本、アメリ

カ、中国の高校生を対象に行った「高校生の学習意識と日常生活」とい

う調査がありました。この結果を見ると、３国の教育の目指してきたも

のの違いがよくわかります。その中で、衝撃的なものは、「国に対して

誇りを持っているか」という問いに対する回答であります。「持ってい

る」と答えたのは、日本では50.9％、自国に誇りを持っている若者が半

分しかいないことに対しまして、アメリカでは70.9％、中国では79.4％

と高く、自国に対する誇りを持っている高校生が多くありました。日本

に一番足りないものは日本人としての誇りだと言われています。日本人

のすばらしい歴史と文化、伝統を正しく教育し、日本人として自信と誇

りを持てる教育をすることが大切であると考えます。教育長にお伺いを

いたします。 

      このイギリスのサッチャー首相が実施した自虐的な偏向教育の是正、

教育水準の向上もしくは、またはレーガン元大統領が実施した詰め込み

教育への転換及び家族の価値の見直し、そしてアメリカ、中国の自国に

誇りを持つことができる教育のあり方について、教育長の基本的な考え

をお願いをいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      答弁を求めます。教育長堀籠美子さん。 
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教育長 （堀籠美子君） 

      松浦議員のご質問にお答えいたします。 

      お尋ねのありました新しい教育基本法に基づく教育についてお答え、

最初にいたします。 

      新しい教育基本法では、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、

公共の精神をとうとび、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成、伝

統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育の推進を掲げており、新学

習指導要領では、ゆとり教育のもとで出された生きる力の見直しが行わ

れました。 

      このような改正に伴い、宮城県では、基本方針の第１に学ぶ力と自立

する力の育成、第２に豊かな人間性や社会性、健やかな体の育成を挙げ、

その実現に向け志教育の推進、基礎的な学力の定着と活用する力、学ぶ

土台づくり、伝統文化の尊重など11項目の重点事項を設定しました。 

      本町でも各学校の教育計画の中に志教育として夢や希望の実現に授業

を大切にする。道徳教育として思いやりの心を育てる。進路指導、奉仕

の心を育てる等の計画推進。学力向上として、教職員の指導力の向上を

図る。研修会の充実や共同教育の推進のもと授業の充実を図る。ＰＴＡ

と地域と連携した学校行事の充実、幼保小中の連携として生涯学習の推

進、特別支援教育の連携、就学時健康診断の活用、幼保小中の連絡協議

会を持ち情報交換を行っております。 

      さらに、家庭の啓発として、学校、ＰＴＡとの連携推進、基本的な生

活習慣、早寝、早起き、朝御飯と家庭学習の推進を呼びかけ、そういう

ことを位置づけし、将来の自分に有用感を持てる児童生徒の育成を目指

して指導に当たっております。 

      また、大和町を教材として学習を行うことでふるさとを大切に思う気

持ちを育む指導を進めております。 

      このような取り組みが自分自身と自国を大切に考え、誇りを持って生

きていくことができる児童生徒の育成につながると考えております。以

上でございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      松浦隆夫君。 

５  番 （松浦隆夫君） 

      自虐的な偏向教育についてのご答弁がなかったんですが、私は陸上自

衛隊のＯＢであります。私は、現職のときからといいますか、日本の国

は美しい自然に恵まれた長い歴史と独自の文化を持った国であります。

特に過去ですが、敗戦がありましたが、日本人であることを卑下するこ

となく誇りを持って今まで歩んでまいりました。日本のすばらしい歴史

と文化、伝統を正しく教え、日本人として自信と誇りを持てる教育をし

てほしいと願っております。 

      答弁の中に基本法に基づく公共の精神とか伝統を継承するとかこうい

うふうなことがうたわれておりますが、これはすなわち自信と誇りを持

てるような教育にしなさいよということのあらわれじゃないかと。ここ

に国を愛する心というものがちょっと抜けておるような感じはするんで

すが、いわゆるそういう子供たちを育てなさいというか、こういうこと

があらわれているわけであります。 

      次に、教育水準の向上ですが、大和町では学力向上検討委員会という

ものを設置をしてチェックするということになっておるようですが、学

力向上のために全国的に我々が一般的に見れるのは全国の学力状況調査

といいますか、積極的にこれに参加をするということと、これを公表し

てどのぐらいのレベルにあるんだということをぜひとも検討していただ

きたいと、こういうふうな２点であります。これについて答弁をお願い

します。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      お答えいたします。 

      初めの美しい日本という日本の歴史に基づいた誇り、国に対する誇り

ですが、大和町においては、皆様の議会の広報紙で４期発行されますが、
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その後ろ、裏表紙なんですが、児童が文章を載せているんですが、やは

りどのお子さんのを読んでも大和町の自然ですか、そのことをよく記載

しているのが目につきます。そういうことから、日本を愛するというこ

とに行くまでにまず自分の住んでいるところとか、足元とか、自分の町

とか、そういうことについてしっかり把握してほしいなというふうに思

っております。 

      それで、小学校段階で学校で町のことを勉強するのは小学校３年生か

らでございます。３年と４年で町のことを勉強します。それから、５年

と６年で日本、それから世界というふうに続いているわけですが、その

副読本を使いますけれども、その中にやはり大和町をしっかりと受けと

めてほしいということで、その副読本の中に大和町のよさを十分網羅し

ております。毎年、その副読本の検討を委員の先生方にお願いして進め

ているところでございます。 

      それから、２点目ですが、水準の向上ということで、この学力検討委

員会が発足して、今日もこの３時から会議が開かれる予定になっており

ますけれども、この全国学力・学習状況調査の成績の公表は３年前から

いたしております。町と、それから全国と宮城県のは公表されています

が、町からは３年前から、21年、それから22年、去年はありませんでし

たので今年というふうに公表いたしております。おのおの学校からその

数値を公表してもらいまして、学校だよりに恐らく最初に載ると思いま

す。ただ、学校ごとのパーセンテージですか、ポイントについての公表

は先生方どまりになっているという状況でございます。大変先生方の取

り組み、指導力の向上、それから保護者の理解ということで年々その成

果が上がってきているというふうに捉えているところです。 

特に、この席で自慢をして申しわけないんですが、町内の学校では全国、

それから県の平均をはるかに超している学校が出てきたということで、私

としては全体が目標としては全国と県の平均を超すことをここ目標にして

きましたが、それを超してほしいんですが、１校でも２校でもそういう学

校が出てきているということをお話しさせていただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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      松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      当初、町民の教育に対する期待というか、関心が高いと、こういうふ

うに述べましたが、大和の広報紙とかいろんなもので子供たちの発言と

いうか、発表を見ますと、本当に大和町はすばらしいところだという子

供たちが確かにふえてすばらしいところであるというふうに思います。

引き続きそのような教育をしていただきたい。 

      時間が少ないですが、もう１点、家族について、家族は基本的には社

会の基本となる単位であり、家族が国家と、社会の基礎となっておりま

す。この東日本大震災において、この悲しみ、いろんな混乱の状況の中

で、すばらしい人々の行動と、家族の姿と、こういうふうなことが見ら

れました。日本のこの気高いというか、精神というか、日本人は受け継

いでいるというふうに思います。この家族教育について答弁をお願いを

いたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      お答えいたします。 

      さきに申しました新しい教育基本法の中に、今までの昭和22年来から

できていた基本法と異なって、この中の項目に出ております中に家庭教

育の第10条です。これは新たに加わったところでございます。そして、

このことを受けまして、やはりいろいろな学校教育に理解と協力をいた

だくのをもとに保護者ということで、そのことによって学校からも地域

からも保護者の方が学校教育、地域の事業等に参加していただけるとい

いなというふうに理解しております。 

      大変お願いすることが多くて、特に先ほど申しました早寝、早起き、

朝御飯とか家庭学習ノートを少し見てくださいというようなこともあっ

たりして、保護者の方にはいろいろと学校教育に理解と協力をもらって
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いると思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      松浦隆夫君。 

 

５  番 （松浦隆夫君） 

      本町では、新しい学習指導要領に基づきまして、各学校の教育計画の

中に志の教育とか道徳教育とか奉仕の心を育てる教育とかそういうもの

が入って、本当に教育に取り組んでいる姿勢が見受けられます。これら

の自信と誇りを持てる教育の本当の基本にあるところは、私は国を愛す

る心と。これがあってそういうものが出てくるんだろうと、こういうふ

うに思っております。ひとつこれからの将来の子供たちのために、日本

のために教育をしていただきたい。役に立つ、思いやりのある、奉仕の

心のある、公共性のあるそういう子供たちをぜひ育てていただきたいと

思います。 

      以上で私の質問を終わります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で松浦隆夫君の一般質問を終わります。 

      休憩します。 

      再開は午後１時とします。 

 

         午前１１時５９分  休 憩 

         午後 １時００分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

12番堀籠英雄君。 

 

１２番 （堀籠英雄君） 
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      それでは、私から２件につきまして質問をいたします。 

      まず、１件目の有害鳥獣対策についてでございます。 

      今年の本県における熊の目撃情報は、昨年の3.3倍の878件になってお

ります。本町での情報は、熊71件、イノシシ被害目撃は23件となってお

りますが、見なれてしまって目撃報告されない数は相当数あると思われ、

実際はもっと多いと思われます。また、本町で捕獲されました熊は８頭、

イノシシが３頭でありますが、近年は熊に加えイノシシや猿の被害が増

加しております。２月ごろから猿が出回り、作業場につるしてあるタマ

ネギを食べたり、玄関から犬、猫の餌を袋絡み持ち出したり、留守のう

ちに入って菓子を食べたり、肩たたきを持っていったり、今でも残り柿

の木に登ったりして吉田一円を回り被害が発生しております。熊も５月

から竹やぶに入り、タケノコを食べたり、杉の皮をむいたり、稲穂を食

べるなどの害を与えております。さらには、イノシシも畑に植えられた

種芋を掘り起こして食べるなど畑作物や虫類を食べるため、転作田や畦

畔、農道まで掘り起こしたり、水のある水田に入り体に泥を塗るため寝

転んで稲を倒伏させるなど被害が出ております。イノシシの被害は、こ

れまでにないくらいひどいものになっております。 

      今後は、熊よりイノシシの被害の多発が懸念されます。ここ数年前か

ら出始まり、これまで捕獲した数も10頭にも達せず、繁殖していると考

えられますので、かなりの頭数がいると思われます。冬眠せず山の木も

なくなり里へ餌を求めて来ることも想定され、人的被害はまだ発生して

いませんが、どんな被害をもたらすかはかり知れないものがございます。

猟友会のメンバーも高齢化になり減少し捕獲も大変なことから、隊員の

育成はもとより、罠特区を活用するなどして補助隊員をふやし対策を講

ずるべきと考えますが、町長の所見をお伺いいたします。それが１件目

でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      ただいまの有害鳥獣害に関する被害の件でございますけれども、被害

状況につきましては、本年度分につきましては現在取りまとめ中でござ

いますが、昨年に比べ熊やイノシシの出没、農作物等の被害に関する情

報が多く寄せられておるところでございます。熊につきましては、有害

鳥獣駆除隊員の協力によりまして、これまでお話あったとおり８頭捕獲

しております。また、イノシシによる被害でございますが、今年も宮床、

吉田地区で稲や芋類、野菜などに被害がございまして、被害区域は拡大

しております。また、ミミズなどの餌を求めて水田の畦畔が掘り起こさ

れる農地の被害も拡大しておるところでございます。このことから、町

では駆除隊員に箱罠、そしてくくり罠の設置を依頼して捕獲に努めてき

たところでございますが、イノシシの捕獲頭数も先ほどお話あったとお

り３頭でございます。イノシシによります被害拡大状況から生息数も増

加しているものと思われまして、さらに農作物等への被害拡大が懸念さ

れているところでもございます。 

イノシシのほか鳥獣によります被害は全国的に拡大して深刻な状況にな

っておりますことから、国では今年３月に鳥獣による農林水産業等にかか

わる被害の防止のための特別措置に関する法律を施行いたしまして、被害

防止対策を総合的かつ効果的に推進することにしております。この法に基

づきまして、町では今年10月に大和町鳥獣被害防止計画（案）でございま

すが、を策定しまして、現在県と協議中でございます。協議中でございま

したが、12月３日に通知がありまして協議が整ったところでございます。

この計画は今年スタートしまして平成26年度までの３カ年間でニホンザル、

ツキノワグマ、イノシシ、カラス、カルガモを対象にその捕獲計画等につ

いて記載しているものでございます。この計画の中でイノシシ対策につき

ましては、生息状況や被害状況を確認しながら有害鳥獣駆除隊による銃器

及び箱罠、くくり罠等で捕獲を実施し、農作物被害の軽減に努めるとして

おりまして、捕獲計画頭数は毎年度10頭としているところでございます。 

現在、駆除隊につきましては23名でございますが、年齢は56歳から81歳

となっておりまして、平均年齢が67歳。70歳以上の隊員が９名となってお

ります。議員ご指摘のように、隊員の高齢化が進んでおり、また隊員の減

少も進んでいる中であって、罠猟の免許取得者はこの中で４名となってお
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りまして、町の計画を効果的に進めるためには免許取得者をより多く確保

していく必要がございまして、駆除隊員に罠猟免許取得をお願いしてまい

りたいと、このように考えております。 

さて、お尋ねの罠特区の活用についてでございますけれども、特区には

２種類ありまして、一つは網・罠猟免許、網と罠猟の免許です。網か罠の、

網・罠猟と二つのあれなんですが、これを網か罠かどちらかに限定をして

狩猟の免許取得を可能とするもの。要するに、網、罠、二つではなくて片

方でということです。そういうもので、罠免許を取りやすくし、免許取得

者をふやして有害鳥獣対策を効果的に進めようとするものでございます。 

もう一つは、罠猟の免許がなくても免許を持つ人の指導があれば免許取

得者と一緒に罠を設置することができるものでございまして、免許取得者

が少ない状況にあってもその補助者、お手伝いする補助です。を確保して

対策を効果的に進めようとするものでございます。 

現在、県で第11次鳥獣保護計画、これは平成25年度から平成29年度の計

画でございますが、この改定が進められておりまして、その中に罠特区の

申請について盛り込んでいく方針と伺っております。この県の計画の中に

は、イノシシ保護管理計画対象区域ということで、今回大和町も含まれる

ことになっておりますので、特区を活用した有害鳥獣対策が可能になるも

のと考えておりまして、駆除隊員を初め関係者のご協力をお願いするとこ

ろでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      堀籠英雄君。 

 

１２番 （堀籠英雄君） 

      ただいま前向きのご答弁をいただきまして大変にありがとうございま

した。 

      09年にハンター、狩猟者の数は18万人となっております。ピーク時は

50万人以上いたわけでございますが、現在はもう半分以下に減少してお

ります。また、高齢化が進んで60歳以上が全体の６割を占めているそう

でもございます。本町も23名と減少したわけでございますが、吉田にも
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昔はもう数えてみますと20名くらいのハンターがいたような気がするわ

けでございます。現在の猟友会の年齢も67歳とかなり高齢化しているな

と思いました。若い人で56歳ですか。高齢者で81歳になっておりますが、

60歳未満が４名、70歳以上が本当に９名となって、いざというときはな

かなか動けない状態にもなっているのではないかなと思います。今後さ

らにハンターの減少が考えられるわけでございますが、若い人を育成し

て資格を取ってもらう考え、方策がございましたら、町長、一言お願い

します。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問でございますが、ハンターの育成ということ、ハン

ター、いわゆる猟師さんということで、銃を取り扱うことになります。

そういったことですので、ある面、以前ですと生活の糧の中で狩猟をな

りわいとしてやっておられる方があったと。また、そういった狩猟を趣

味とされる方、そういった方も取っておられたんだというふうに思って

おります。そういった銃の所持になりますので、育成といって町で育成

するというのはなかなか難しいところがあるんだというふうに思います、

そのハンターにつきましては。そういったことで、ご協力をお願いする

ということはできるというふうに思いますが、銃の免許を取ってくださ

いというようなお願いというのは、なかなか銃の保管の問題とか申請の

問題とかそういう難しさはあると思っております。 

      それで、狩猟ということですとなかなか難しいのですが、捕獲する免

許といいますか、そういったものにつきましては可能といいますか、と

いうことでございます。さらには、さっきありましたように補助者、今

そういった方、狩猟の免許なり罠の免許を持ってないと罠をかけられな

いわけですが、今度その特区の中で補助者という制度ができまして、一

緒に行けば罠をかけることができる。また、かけた後の見回りとかそう

いったものにつきましても、これまでですと免許狩猟者でなければいけ
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ないというものが、その補助者であればできるとかそういった裾野を広

げる制度も特区とかそういった中でできておりますので、そういった形

のお手伝いするサポートといいますか、サポーターといいますか、そう

いった形の協力要請といいますか、そういったことについては可能だと

いうふうに思っております。講習会にご案内するとか、そういった形で

ございますので、ハンターに直接というのはなかなか、銃を持つという

中で、やりたいという方、そういった方にご協力をお願いするのはもち

ろんやぶさかではないんですが、こちらから持ってくださいというお願

いはちょっといろいろ課題があるというふうに思っております。したが

って、その補助者といいますか、そういったサポーターのほうを強化し

て、少ない人数でいいというわけではないんですが、全体のパイを大き

くするといいますか、そういった対応が今できる対応なのかなというふ

うに感じております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      堀籠英雄君。 

 

１２番 （堀籠英雄君） 

      確かにそういう難しい面もあるんですね。昔は、親がやめたら子がそ

の後を受け継いできたりしている方もいるわけでございますが、この猟

師間の中で少し声がけをしてもらって資格を取ってもらうようなそんな

話もしてはどうかなと私思うんですが、その辺も町のほうからも一言お

願いしたいなと思っております。 

      今年は本当にイノシシの被害が大分ございました。吉田で３頭ほど捕

獲されたわけでございますが、台ケ森で一回に２頭ひっかかりました。

これは運よく本当に２日ぐらいでひっかかったわけでございますが、も

う１頭は、罠をかけて、そして20日以上たってから猟期が始まるという

ことで撤去に行ったときにはもう足だけしか残っていなかったというこ

とですが、ですからもう罠かけて二、三日後にははまったのかなとそん

な感じがするわけでございますが。そしてイノシシも苦しくて、ぐるぐ

る木なんかに絡まって最後息切らして死んでしまって、そしてその後い
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ろんな動物が来て食べてしまって最後は足の骨しか残っていなかったと

いうそんな話もあったわけでございますが、これも罠かけて5,000円、捕

獲して１万円、あと全然見回りの費用が出ないというそういった面もあ

るような気もするんです。実際は罠かける人は４名になっていますが、

実際に動いているのは２名しかいないんです。２人とも仕事は持ってい

るしなかなか２人だけでは回り切れないという点も私が聞いて篤と知っ

ているんですが、もう少しこれら等予算化することはできないものか、

お伺いしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問でございますが、罠につきましては、そのとおりイ

ノシシにつきましては箱罠とくくり罠ございますが、イノシシはなかな

かすぐにはかからないと聞いております。非常に用心深いけものでして、

箱罠はなかなかかからない。くくり罠もなかなかかからないんですが、

その都度かかればそのとおりいろいろなことございますので、すぐ次の

処置といいますかやっていかなければないということでございます。そ

れで、熊とかですとまた違うんですが、くくり罠の場合は数もかけると

いうことで見回りが大変だと。それで、今最初の答弁でありましたとお

り、罠につきましては本来かけた資格のある人が回らなければないんで

す。ですから、今人数も少ない中ですので、数をかけると見回りも大変

だという状況になっているのが現状だというふうに思っております。 

      そこで、さっきお話ししたところでございますけれども、今度特区が

できれば、それを補助員という形で見回りが可能になります。それで、

これは補助員というのは、補助者というのは講習会とか受けてもらわな

ければならないのですが、かけるときは一緒にかけていただいて、そし

てあと見回りはその補助者でも可能であるということの制度でございま

すので、例えばイノシシですと民家近くに出て被害があるわけです、畑

とか。ですから、そのエリアの方々にその補助員という講習に出ていた

だいて、そして補助員になっていただいて、かけるときは一緒にかけて、
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そしてそのエリアの方々に近場で、近場の方が、近所の方々がそこを毎

日巡回といいますか、そういう形の共同での作業といいますか、そうい

ったことができるんではないかというふうに考えております。 

      イノシシの場合は特に田んぼなり畑なり毎日作業に行く道すがらとか、

そういったところがございますので、そういったやり方で、補助員とい

いますか、地元の方々等にもそういった協力をいただいてやっていけれ

ば、そういった負担が少なくて済むのではないかというふうに考えてお

ります。今後その補助者というものにつきましても講習とか受けてもら

わなければないわけでございますけれども、地域の方々にいろいろご説

明申し上げて、そういった補助者になるべく講習を受けてもらうような

ご協力を今後お願いをしていきたいというふうに思います。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      堀籠英雄君。 

 

１２番 （堀籠英雄君） 

      わかりました。 

      今年、玉ケ池、公園ございますよね。あそこの広場あるんですが、あ

そこの３分の１ぐらい見事に掘りました。まるでプラウかけたように、

本当に掘られております。生涯学習の森課長さんには、私が何回もお話

しするんだから話されるたびに行って確認されたようでございます。大

変にご苦労さんでございました。 

      この罠特区、これもやはり狩猟者の減少でそれができたようでござい

ます。本県もそういった特区に向けてこれから進んでいくようでござい

ますが、本町もそれに該当するわけでございますが、ぜひ今はタヌキだ

の何だの夕方なるといっぱい出てます。朝には大分道端に倒れています

から、これら等も、今どこに行ってもそうかなと思うんですが、余り農

作物被害の出ないようにぜひそれらを取り組んでほしいと思いまして、

１件目をこれで終わりたいと思います。 

      次に、２件目でございます。河川の支障物の撤去についてでございま

す。 
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      吉田の籠釣橋の下流にかけかえ前にやった橋の基礎が残っており、大

雨で増水するたびに杉などの流木が集積、ひっかかり水の流れを遮って

おります。大雨のたびに河川沿いに植えられている杉の木の根元から土

があらわれ倒木し、大分杉の木もなくなり河川も少し広くなってきてお

ります。地元住民と一緒に橋の上から集積した木を見て、あの基礎がな

ければ大分違うんだという声も聞きます。このような場所はほかにもあ

ると思われます。河川パトロールをして把握していると思いますが、こ

うした基礎などの支障物を撤去し、河川の適正な維持管理に努めるべき

と考えますが、町長の所見をお伺いいたします。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、河川の支障物の撤去の件でございますが、お話ありました

籠釣橋につきましては、一級河川の吉田川にかかります橋長66.3メータ

ーで幅員が５メーターの橋梁でございます。吉田清水地区と麓地区を連

絡する橋梁としまして昭和48年の11月に現在の位置にかけかえられたも

のでございます。かけかえに当たりましては、河川管理者、これは仙台

土木事務所ですが、と河川協議を行って施工したものでございますが、

現在のルールでは河積断面の確保をすることから、急遽古い橋はすべて

撤去が条件とされておるところでございますが、当時、その昭和48年当

時でございますが、これは推測でございますけれども、町の財政力等の

問題で上部工の撤去のみで許可されたものと、このように思われます。

現在存置している、残っている下部工の橋脚については、これは目測と

いうことでございますが、幅が５メーター、高さ２メーター、厚さが70

センチぐらいのコンクリートのものでございまして、数は４基ございま

す。その上流にかかる、言ってみれば新しい橋ですが、これは現在の橋

梁でございますが、橋梁が２基でございまして、その幅、スパンが広く

て、その断面積、要するに川の流れる面積につきましては360平方メート

ルぐらいございます。倒木等で通水能力が阻害し越流などの災害を発生
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させることは、そのことによっては少ないというふうに考えております。

よって、今後大雨や台風の際にはパトロールを重視しまして、河川管理

者、これは県になりますが、県と連携を図りながら維持管理に努めたい

と、このように考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      堀籠英雄君。 

 

１２番 （堀籠英雄君） 

      今回この籠釣橋の上流、下流といろいろと調査をしてまいりました。

この籠釣橋の上流に魚板橋がございます。魚板橋の上流にもとの基礎が

そのまま残っております。大分雑木なんかで視界が悪くなっておるわけ

でございますが、もういっぱいです。雑木が堆積しております。そして、

その上に玉山橋という橋があるんですが、その下流に我々が小中学校と

その橋を渡って通学した橋、七曲というところがあったんです。皆さん

ご存じか何かわかりませんが。そこの橋は台風で足が倒れて、あとその

後そのままになっておるんですが、そこにもいろんなものが堆積してお

ります。もう不法投棄されたような布団みたいのから蚊帳から木の根っ

こから何だりかんだりひっかかって、あの辺は魚板橋の上流もその七曲

も大分川幅が広いですから、水の流れは支障はないわけです。玉山橋で

すか、これは潜り橋ですが、これは大雨降るたんびに木の根っこひっか

かって町のほうも撤去しているんですが、それから高田橋の上流ですが、

高田は大雨降るたんびに畑に上がったり、あとうちのほうまで来て避難

することもあるんですが、今回大分堆積された土砂なんかも撤去されて

綱木のほうまで大分改修されてきておるんですが、清水から上流、その

辺の中州なんかも大分あるので籠釣橋のところである程度水がたまるん

です。そういった流れが悪くなって、そして河川を越えてそばにある高

田に冠水したり、あるいは準用河川がありますから、米沢準用河川があ

るんで、そこから今度来て、逆に準用河川が水がオーバーして川に流れ

たりいろんなケースがあるんです。それには、やはり準用河川の支流が

流れが悪いためにそうなっているのではないかなと思われます。 
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      さらには、籠釣橋の橋脚に、基礎に木などが横にひっかかって水も田

んぼのほうに行くことも十分考えられるので、その辺、この撤去、中の

１基だけでもいいですから、この橋脚一つでもいいですから撤去するこ

とは難しいのか、お伺いをしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今いろいろ不具合な箇所といいますか、お話しいただきました。河川

につきましては、そのとおり、きのう門間議員からもお話あった準用河

川の管理の問題から、そういった形でまだまだ課題があるというふうに

思っております。一番本流の吉田川、４号線から下流の部分が国の管轄、

一級河川でございまして、そこから上流が県ということになっておりま

す。そこに準用河川が流れ込むとかそういうことでございまして、今、

基本的には下流から直すという中で、まず第一にやっている、今現在進

めているのが三川合流から上の部分です。国の部分ですが、その箇所を

掘削をもう一度やって、そして仮ではございますが堤防も今ちょっとつ

けてもらってという形でやっております。その上流でございますので、

今度は県の管轄ということになってまいりますが、県にも前からもお話、

高田川につきましては、お話しのとおり暴れ川でございますので、県の

ほうにもこれはお願いはずっとしているんです。ただ、県の見解とすれ

ば下流からでしょうというようなお話も、これは一般論として言われる

ところがございまして、まず下流からということで順次進めております。 

      それで、支障物とかたまっている場合には、それは取り除くというこ

とは当然必要だというふうに思っておりまして、ひっかかった、さっき

言ったところですか、魚板橋の基礎とか玉川とかそういったのについて

は支障物取り除く。ひっかかったものを取り除くということです。そう

いったことは必要だというふうに思います。 

      それで、橋脚をとるということなんですが、これについてはとってと

れないことはないということにはなろうかと思いますが、非常に課題は
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あるのです。それで、アルカリのものが流れるとかそういったことがあ

って非常に制約が大きくということ。それから、今お話ししたとおり、

籠釣橋の場合には川の面積が360平方ありますので、それでひっかかった

ことによって水が越流するとか、そのことが直接の原因で。というよう

な解釈にはなかなかなっていかないということがあるようでございます。

それで、高田川につきましては、あの辺、逆にあの下流は無堤といいま

すか、そういうところもありますので、長い間でえぐられたりもしてと

いうことで、この橋脚だけではない課題があるんだというふうに思って

おります。すぐにそれが改修とかそういったものにはなかなか難しいの

でございまして、ひっかかったものを支障があれば取り除くとかそうい

ったものについては速やかにやるように。町がやる分は町、県がやる分

は県にお願いするという形になってくると思います。 

      また、準用河川の出口の問題、お話ありましたけれども、そのことに

ついても確かにそういった状況が、あそこの場合特に狭くなっていると

かございますので、昨日もお話ししましたけれども、そういったものに

ついてはどういった形で流れをよくするか、現在いろいろ研究を進めて

いる状況にございます。すぐできること、物を取り除くとか、物という

のはひっかかった物、そういったことについては可能と思いますが、固

定されている物とかそういったものにつきましては、一つだけとるとか

という、なかなかその辺については課題がいろいろあるところでござい

まして、これは町でやる部分、あと県、堤防なんていうのは県のことも

ございますので、そういった状況について常に報告をしながら、確認し

てもらいながら、すぐではないにせよ対応についていろいろご協議をい

ただいていきたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      堀籠英雄君。 

 

１２番 （堀籠英雄君） 

      それはわかりました。 

      今、魚板橋の下流、７、80メーターぐらいのところに巨大な木の根っ
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こ、それがひっかかっております。これがいつどんな雨で流れるか、そ

れが流れると籠釣橋にひっかかるのではないかなと、私、心配しており

ます。今年の６月、７月ころですか、富谷の業者さんが来て籠釣橋にひ

っかかっている木だの何か撤去しているのも私たち見ているんですけれ

ども、大分ございました。五、六人ほど来ておったんですが、私が言い

ましたこの魚板橋の下にある雑木の根っこ、これだけはぜひ撤去してほ

しいなと思うんですが、町長、いかがですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      これにつきましては、確認をして、県管理ということもございますの

で、県のほうの確認をしてというふうなことできるのか、その辺ちょっ

と調査をしたいと思います。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      堀籠英雄君。 

 

１２番 （堀籠英雄君） 

      都市建設にお聞きしますと、この籠釣橋にひっかかった、もう見たこ

とないと私言われたんですが、ひっかかることもたまたまあるもんです

から、ぜひ橋ばかりの点検でなく車からおりて河川の中も見てほしいと

思います。そして、巨木の雑木の根っこ、これも県と相談しながらぜひ

撤去していただくことをお願い申して私の一般質問を終わります。どう

もありがとうございました。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で堀籠英雄君の一般質問を終わります。 

続きまして、８番藤巻博史君。 
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８  番 （藤巻博史君） 

      では、２件にわたって質問をさせていただきます。 

      １件目でございます。 

      学校教育法によりますと、経済的理由により就学困難と認められる学

齢時児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければ

ならないとされております。就学援助として2010年度から新たにクラブ

活動費、ＰＴＡ会費、学級会、生徒会費ですか、従来はそのほかに学用

品費、体育実技費ですか、新入学児童の生徒学用品費、通学費あるいは

修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費などがあったわけですけ

れども、さらに今申し上げましたクラブ活動費、ＰＴＡ会費、生徒会費

が対象となったものでございます。このことを前提といたしまして、ま

ず大和町におきます要保護、準要保護の方の人数、それからクラブ活動

費、ＰＴＡ会費、生徒会費の概算について、そして就学援助の対象の充

実をということでお聞きしたいと思います。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      私のほうから、今ご質問の件でございますが、教育扶助の対象児童生

徒でございます、まず。平成24年度が、小学校児童におけます要保護児

童につきましては12名、準要保護児童につきましては112名の124名でご

ざいます。中学生につきましては、要保護生徒が６名、準要保護生徒が

48名の54名でございます。合計で178名ということでございます。 

      次に、要保護児童への就学援助としてのクラブ活動費、ＰＴＡ会費、

生徒会費の３項目におけます国の補助限度額によります扶助額でござい

ますが、平成22年度が、合計になりますが35万2,780円、平成23年度が40

万1,730円、24年度が35万3,220円となっております。これはあくまで要

保護で３会費といいますか、についてでございます。 

      また、就学援助の対象充実につきましてですが、国の就学援助におけ
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ます要保護児童生徒、いわゆる生活保護によります保護の一つとしての

教育扶助費に準じまして、準要保護児童生徒への扶助を実施しておると

ころでございます。準要保護児童への就学援助につきましては、国の生

活保護におけます教育扶助に準じて、学用品、通学用品、通学費、新入

学児童生徒学用品、校外活動費、修学旅行費、学校給食費を支給対象に

しておりまして就学援助を実施している現状でございます。現在の対象

児童数は、被災されて来られた方もおりますけれども178名ということで、

全児童に対する割合は８％弱となっております。 

      また、要保護・準要保護児童生徒の認定事務につきましては、初めに

申請希望します保護者の方から生活状況及び世帯の構成、さらには保護

者の収入実態などを記載いただいた申請書を民生委員会の意見を添えて

関係学校を経由しまして町の教育委員会に提出していただきます。その

後、教育委員会におきまして申請内容の調査を行い、定例教育委員会の

承認手続を経て決定がなされ申請者に通知しますとともに、就学援助が

実施される運びと、このようになっております。 

      そして、要保護・準要保護児童生徒の就学援助費の実績につきまして

は、平成21年度が106名で児童数の割合にすれば全体の4.9％でございま

すが、扶助費は718万4,975円、平成22年度が123名、同じく割合は5.7％

でございますが、扶助額は760万1,124円、平成23年度は169名、割合は

7.6％でございますが、扶助額につきましては978万8,246円となっており

まして、年々その額が増加傾向にございます。 

      お尋ねの就学援助の対象充実ということでございますが、準要保護児

童生徒に対します就学援助が町単独事業による扶助の実施となっており

まして、要保護児童生徒並びに準要保護児童生徒への就学援助につきま

しては、今後とも国の基準を踏まえながら町の財政状況も十分考慮した

中で検討を加えながら適正な就学援助に努めてまいりたいと、このよう

に考えておるところでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      藤巻博史君。 

 

８  番 （藤巻博史君） 
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      まず、お答えいただいた中でちょっとわかりにくかったのでお尋ねし

たいところがございますのでお願いをいたします。 

      ２項目めというんですか、クラブ活動費、ＰＴＡ会費、生徒会費につ

いて、合計金額で出されちゃって、できれば分解した形で出てくるかな

と思っていたらそういう金額だったので、分解できますでしょうか。お

願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      分解といいますと。 

 

８  番 （藤巻博史君） 

      今、例えば平成22年度が35万というお答えだったんですけれども、ク

ラブ活動費が幾らとかという金額があればなと思ったところでございま

す。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      その件につきましては課長から。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育総務課長。 

 

教育総務課長 （菅原敏彦君） 

      ただいま議員のご質問でございますが、クラブ活動費、生徒会費、Ｐ

ＴＡ会費、これにつきましては国の限度額、要保護に定められる生活保

護費の中の教育扶助費の中の３項目というふうなお尋ねかと思いますが、

こちらでお答えできるのは限度額ということでお願いしたいと思います。 

      クラブ活動費、小学校、中学校、単価がございます。小学校につきま

しては、クラブ活動費が2,630円、中学校につきましては２万8,780円。

生徒会費につきましては、小学校が4,440円、中学校が5,300円。ＰＴＡ

会費につきましては、小学校が3,290円、中学校が4,070円。以上となっ
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ておりますので、これに対して要保護あるいは準要保護児童生徒の数を

掛けますと試算というふうな形で出るようになります。以上でございま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      藤巻博史君。 

 

８  番 （藤巻博史君） 

      ありがとうございます。 

      一つは、もしかすると自覚がないということになるのかもしれません

けれども、実は結構要保護の方におつき合いがございまして、クラブ活

動費とかそういったものを支援として、あるいはＰＴＡ会費、そういっ

たものが、これは生活保護じゃないよ、いわゆる教育委員会のほうから

そういうのをもらっているかいということを聞いたらわからないという

ような回答だったものでちょっとお尋ねしたところでございますので、

基本的に要保護の方については皆さん行っているという認識でよろしい

んでしょうか。どなたに聞けばいいのかな。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

町  長 （浅野 元君） 

      要保護の方については、その３項目、行っているということでござい

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      藤巻博史君。 

 

８  番 （藤巻博史君） 

      ありがとうございました。そういう前提のもとにお話を伺いたいと思

います。 

      一つは、全員自覚がないということのようでございますので、そこは
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どうしたもんかなというふうに、ある意味保護を受けている実感がもし

かするとないのであればそれはそれで一つは問題というんですか、それ

があるのかなと今実感をしたところでございます。 

      それから、クラブ活動について、これは全校ということじゃなくて大

和中について聞いてみたところでございますけれども、どうしても運動

部のほうが活動費というんですか、かかるということで、これは多分毎

年かかるものじゃないでしょうけれども、新入生に、何ていうんですか、

多分保護者の方にでしょうけれども、24年度、新入生部活用具購入費用、

おおよその金額というものが出ておりまして、一番高いのが剣道で７万

7,000円、あと次はどこだかよくわからないんですけれどもよくある、野

球であれば４万8,000円、剣道で言うと防具一式とか、防具袋、竹刀袋、

ゼッケンとかということで７万7,000円。それから、野球で言えばグロー

ブ、スパイク、ユニフォーム、アップシューズ、遠征費とかそういうの

で４万8,500円というようなことで、スポーツクラブは概して高いのかな

なんて。もちろん小学校からやっている方については全部新しくそろえ

なくてもいい。あるいは、毎年じゃなくて新入生はそろえるけれども２

年、３年になればそろえなくてもいい。そういったものもあるんだろう

なということでございますが、そういった、これは学校の資料としてい

ただいたところでございます。それで、逆に吹奏楽部ですと、楽譜入れ

500円とか、パソコンの場合はパソコン検定料、希望されない場合には多

分ゼロなのかなと思うんですけれども、そういうような額になっている

ようでございます。 

      それで、お尋ねしたかったところは、いわゆる特に準要保護というこ

とでございますけれども、どうしても部活というんですか、先ほど今申

し上げましたようにかなりスポーツ部については高額なことが予想され

るということで、いわゆる文科系のところに希望せざるを得ないという

んですか、そういった傾向が私も見てとれるところでございます。とい

うことで、質問要旨のところに入れておきましたけれども、いわゆる準

要保護というところに対してもそういった扶助というの、これは町のと

ころでできる、町が決意すればという言い方でいいんでしょうかしら。

扶助をしてもできるということになっていると思いますので、そこら辺
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についてお尋ねをしたいと思います。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      補助制度につきましていろんな制度があって、そして要保護、準要保

護等々によって若干の差といいますか、そういったものがあるというも

のに対してのご意見だというふうに思っております。そういったことに

つきましては、クラブ活動の内容によって違うということもあるようで

ございますけれども、今クラブの会費が違うから文化にしか入れないと

かというのは、ちょっとそこまで私、すいません、把握はしておりませ

ん。 

      また、クラブ活動につきましては、そのとおり道具等につきましては、

１年だけではなくて２年、３年という形の中でやっていける部分もある

のではないかなというような思いがございますので、種目によって多少

の金額のかかりの差といいますか、そういったものは出てくるのはやむ

を得ないのかなというような思いもございます。 

      また、遠征とかそういったことにつきましても、近場で遠征できると

ころと遠くまで遠征するところとかそういった対戦相手のこともあるで

しょうから一律にそれを平均化するとかというわけにはなかなかいかな

いのかなというような、クラブ活動の内容があろうかというふうに思い

ます。 

      それと、要保護と準要保護とを一緒にと、同じように考えられないか

ということでございますけれども、そのことについては、今回新たに国

のほうでその三つが加わった状況にございます。あと、要保護と準要保

護の方につきましては、それぞれに事情も違っておる中でそういう状況

になっておりますので、その辺についてそういった三つ少ないのが現状

だというふうに思っております。 

      あと、この予算の関係もございますので、そういったことで、現状は

今国の保護形態といいますか、そういったものに倣った形でやっている
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現状がございまして、そのような形で今進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      藤巻博史君。 

 

８  番 （藤巻博史君） 

      先ほどクラブの購入費というようなことでお話し申し上げたんですけ

れども、私も余り、高校のときに柔道をやっただけであれなんですけれ

ども、例えば柔道着ということで１万5,000円、多分１着だと思うんです

けれども、１着で済むのかとか、あるいはどうも試合用というのはまた

何か襟の幅とかよくわからないんですけれども、そういったもので、そ

れはほかのところにも当てはまるのかなと思っているんですけれども、

１万5,000円が１万5,000円で済むのか。それ自体も、例えば卓球につい

ても何か普通のラケットと試合用とまた違うのかな、これは素人ですの

で。ということで、なかなか部活というのが、先ほど申し上げたように、

これが満額いけばいいというところではございますけれども、そういう

中でどうしても自分の行きたいクラブというんですか、そういったもの

を曲げざるを得ないという現状がどうもあるように私には見てとれると

いうことで、先ほどの町長のお答えの中であったんですけれども、国の

基準というんですか、そういったもの踏まえながらやっていくんだとい

うようなことでございますが、さらなる援助というものができないもの

か改めてお聞きしたいと思います。以上です。 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      その件につきましては、教育総務課長からお答えさせていただきます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育総務課長菅原敏彦。 



 

 ６１

 

教育総務課長 （菅原敏彦君） 

      お答えがきちっとできないということをまず前提としまして説明をさ

せていただきます。 

      あと、先ほどご質問のありました運動部というふうなことで、要保護

には単価基準がございます。それぞれ柔道、剣道、スキーというふうな

例示がございまして、中学生の場合の就学援助の金額がそれぞれ定めら

れていると。議員もご承知かと思います。 

      あと、準要保護についての取り扱いについては、町長答弁のとおり国

の基準に従って、準じてこれを踏まえていくというふうな前提でござい

ます。また、単独事業というふうなこともございますので、そういった

総合的な観点から教育扶助を実施されているというふうなことでご理解

を賜りたいと思います。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      藤巻博史君。 

 

８  番 （藤巻博史君） 

      要保護、それから準要保護の世帯についての実態を踏まえながら、こ

の制度の充実について求めていったところでございます。引き続き要望

を続けていきたいと思っております。 

      １点目、終わらせていただきます。 

      では、２件目に入らせていただきます。 

      これは街路樹の根で歩道ブロックの段差が生じたところが目立つよう

になってまいりました。緑は大切でございますが、歩行者の安全をどの

ように確保するのかということで、特にブロックの根上がりというんで

すか、そういった問題についての対策について１点目はお尋ねいたしま

す。 

      それから、２点目につきましては、商業施設の出入り口周辺、周辺と

いうか出入り口です。そのブロック破損が激しいものがあるということ

で、歩道の管理責任はどのようになっているのかお尋ねいたします。 
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      ３番目として、まほろばホール周辺の街灯、切れているところが切れ

ているということで、町の中心施設として真っ暗なところというのはい

かがなものかということでのその改善点についてお尋ねいたします。以

上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますが、まず１点目、街路樹に

つきましては、豊かな景観と四季の移り変わりを知らせてくれて道行く

人たちに潤いと安らぎを与えてくれるところでございます。ただ、成長

すれば根が伸び太くなりまして歩道のブロックや舗装を盛り上げ段差が

生じているところがございます。盛り上がっているところがございます。

盛り上がっているものは根を切断して段差を解消する方法もございます

けれども、根張りが足りなくなって風による倒木の危険性もございます

ので、歩行者の安全を確保するためにはアスファルト等によりますすり

つけで段差を緩和する方法が考えられるところでございます。街路樹の

ある歩道につきましては、段差の状況を確認して適期に対応してまいり

たいと思います。 

      第２点目の質問でございますが、歩道の管理につきましては道路管理

者が行うもの、町道の歩道であれば町でございます。歩道を横断をして

商業施設の出入り口としている部分の舗装構成につきましては、車道並

みとなっておるところでございます。ブロックが破損している件につき

ましては、原因が何なのか特定される場合の修繕につきましては、因果

関係がはっきりしていますので原因者にお願いしているものでございま

す、原因がはっきりしたものです。それ以外のものにつきましてですが、

商業者の出入り口は車両、歩行者等が多く営業時間も夜遅くまで営業し

ておりますので、修繕等につきましては、その営業している商店とかと

慎重に検討しながら対応しているところでございます。 

      次に、３点目のまほろばホール周辺の街灯の質問でございますが、ま
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ほろばホール北側の町道、吉岡吉田線につきましては両側歩道があり電

柱も両側にあることから、左右千鳥に電柱に防犯灯が添架されておりま

す。また、交差点には200ワットの街路灯が２基ずつ設置されております。

また、南側の農協の通りには農協側に電柱がありませんので、まほろば

ホール側に防犯灯が設置されております。照明灯が暗いところにつきま

しては、ＬＥＤライトに逐次交換するなどして対応してまいりたいと、

このように考えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      藤巻博史君。 

 

８  番 （藤巻博史君） 

      私のアパートから500メートル以内の話だけで何かちょっと心苦しいと

ころはあるんですけれども、まず１点目でございます。まず、街路樹の

根、どうしてもブロックという格好はいいんですけれども、今朝も杖を

つかれたご夫妻が散歩をなされておったところでございますが、やはり

小さい段差でもかなりけつまずくというんですか、そういったことがあ

り得る状況だろうというふうに思っております。アスファルトの舗装で

あればちょっと盛り上がるというようなところだったのかなとも思いま

すけれども、ああいうふうになった。さらには、質問の中には入れなか

ったわけですけれども、震災によっても若干の段差ができるとどうして

もブロックというのもはね上がっちゃうというんですか、そういったも

のが出てくるというふうに思っております。ということで、やはり今答

弁の中にもございましたけれども、そうかといって根っこを切るという

わけにはいかないということで、やはり小まめな修繕というんですか、

そういったものが必要になるのかなというふうに思っていますので、そ

このことについて改めてお答えをお願いしたいと思います。 

      それから、２点目でございますけれども、商業施設の出入り口につき

まして、これも以前にも指摘したことがたしかあったと思うんですけれ

ども、今始まったものではないということではございますけれども、ち

ょっとこれ答弁が微妙なご答弁になっていて、原因が何なのか特定され
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る場合の修繕については因果関係がはっきりしているので原因者にお願

いしているものでありますということで、お願いしているけれども、じ

ゃあまだやってないのか。あるいは、また二つ目のお答えの出入り口は

車両、歩行者が多く営業しているので修繕は慎重に対応しているという

ことでなかなか改善されないのか。そこのことについて、どちらか。ど

ういう状況なのか教えていただければと思います。 

      それから、３点目でございますが、まほろばホール周辺の街灯という

ことでございます。確かに、私、実は３月にも質問したところでござい

まして、吉岡吉田線はもう明るくなりました。それから、農協側の通り

についてもそれほど暗いとは思えない。暗いんですけれども、それなり

にということで、問題にしたところは、実はその間のところでございま

して、ひだまりの丘から例えばずっと南のほうに下がって行きますと、

商工会のある信号がございます。そこから先が真っ暗という状況でＬＥ

Ｄライトに逐次交換するなどということじゃなくて、街灯そのものはあ

るわけでございます。特殊なランプなのかどうか、街灯はあるけれども

ランプがついてないという。逆に言えば、ただそれだけのことなんです

けれども、そこら辺、吉田線のほうの明るくなった、あるいは農協側が

それなりに明るいという中で、どうしてそういう状況が、少なくても１

年近く放置されているのかということがちょっとわからないので今回質

問したところでございます。ですので、わかれば教えていただければと

思います。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      同じ答えになってしまうところでございますけれども、歩道につきま

しては、そのとおりブロックですと化粧板ですので、つくったときは非

常にきれいなんです。それが木が成長しますとどうしても根っこが張っ

てくる。そうしますと、あれは砂の上に乗っているだけですからどうし

ても盛り上がってくるということがございます。それで、先ほども申し
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ましたけれども、その根っこを切ればいいということになりますが、究

極的に言えば木を切ればという話もあるんですが、そうやっては全く台

なしになりますので、根っこを切る。そうすると、また危ないというこ

とでございますので、化粧板をとってしまって、見場は少々悪くてもア

スファルトというようなああいう形で直していくということが一番歩行

者に優しい方法かなということでございます。 

      あと、２番目の件でございますが、どちらの件かわからないというこ

とですが、私もどこの話をされているかわかりませんので、どちらも両

方話したところでございますので、逆にそういうことは担当課のほうに

直接言っていただければきちっと答えられると思います。 

      ３番目も同じでございまして、電気が切れているんであれば切れてる

よと優しく教えてください。我々回ってはいますけれども、どうしても

見落とすことはございます。全く点いてないところとかであればまた調

査をしてということになりますが、傘というか、それが点いているとい

うことであれば、それは電気の球を交換するということになると思いま

すので、どうぞ遠慮しないで担当課のほうになり、わからなければ総務

のほうでも結構ですので、そういったお知らせいただければ対応を即し

てまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      藤巻博史君。 

 

８  番 （藤巻博史君） 

      ３点目については、もしかするとあれですけれども、３月のときにも

言ってまだ直ってないなということで、確かに一般質問に上げるような

ことでは、ちょっと申しわけなかったんですけれども取り上げさせてい

ただきました。 

      以上で私の質問を終わらせていただきます。 

議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で藤巻博史君の一般質問を終わります。 

      暫時休憩します。 
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休憩時間は10分間とします。 

 

         午後２時１１分  休 憩 

         午後２時２０分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

11番平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      皆さん、お疲れのようでありますが、私、最後でありますので、どう

ぞしばしおつき合いを願います。 

      通告に従いまして、私からは２件３要旨について質問をさせていただ

きます。 

      まず、第１件目の質問でありますが、学校での事故発生時の危機対策

はについて教育長に伺います。 

      近年、全国的に学校でのいじめ問題、部活動でのけが、通学中の事故

が多く発生をしております。本町の学校でもいろんな事故、事件が数多

くあるようです。いずれも初期の対応が重要になってきます。事故発生

時に病院、保護者、関係機関と密に連携をし適正に処置をしなければ

後々に大きな問題になってくることが多々あるようであります。そこで、

２点について伺います。 

      第１点目、いじめ問題、事故等が発生し大きな問題になったとき、教

育委員会が最初に行う対応は。また、危機対策マニュアルはつくってお

るのか。 

      ２点目、危険な通学路も非常に多く、通学中の子供たちの事故も多く

なってきております。文科省でも全国７万カ所で通学路の点検を行った

ようでありますが、本町ではどのような取り組みをしているのか。また、

近い将来危険な箇所を改善していく計画はあるのか。これが私の１件目

の質問であります。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      答弁を求めます。教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      平渡議員のご質問にお答えいたします。 

      お尋ねのありましたいじめ問題、事故等への対応についてお答えいた

します。 

      いじめ問題は、ご承知のとおり全国的な問題であります。本町におい

ても現在５件のいじめについて継続して指導中となっております。 

教育委員会としましては、早期発見、早期対応が大切であると考え、各

学校において毎月いじめに関するアンケート調査を行っています。さらに、

その内容において「いじめられたか」という項目だけではなく、「いじめ

たことはないか」という項目を入れることで児童生徒にいじめとは何かを

正しく認識させる取り組みを行っております。調査結果は、毎月各学校か

ら報告を受けますが、個々の指導の状況についても報告を求め指導を行っ

ております。 

指導に当たっては、文部科学省からの平成18年10月19日に出された「い

じめ問題への取り組みの徹底について」、平成23年１月20日に出された

「いじめの問題への取り組み状況に関する緊急調査結果について」、「学

校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取り組みのポイント」に基づ

いて指導を行っております。平成24年の９月には、平成18年以降のいじめ

等に関する主な通知文と関連資料としましてマニュアルが送付されており、

校長会議、教頭会議において再度確認を行っております。また、今後県か

ら配付される「いじめ防止マニュアル」を活用して各学校への指導を行っ

ていきます。アンケートの結果により見えない部分が把握できたことによ

り、一人一人の対応を細かいところまでできるようになりました。 

学校事故については、本年度から軽微なものについても事故報告を各学

校に提出させるようにしております。第一報が入ったところで状況に応じ

て職員が学校現場へ出向き、事故の状況を確認し事後対応について指導す

るとともに、学校と協力して対応に当たることといたしております。児童
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生徒への適切な指導、保護者への丁寧な説明に心がけたいと考えておりま

す。 

続きまして、通学路の危険箇所についてお答えいたします。 

本町でも８月に都市建設課、大和署交通課と合同で通学路の安全点検を

実施いたしました。学校から報告のありました町内23カ所をリストアップ

して道路管理者、県と町でございますが、道路管理者による対策が６カ所、

県２カ所、町４カ所で主に道路の補修修繕等を６カ所についてはいたしま

した。それから、警察署による対策が１カ所でございます。鶴巣山田地区

内の県道に予備信号機を設置が行われました。また、13カ所、県道９カ所、

町道４カ所でございますが、この対策については検討中でございます。こ

のことについては、教育委員会としましては、各学校でできる安全対策に

ついて11月までに報告を得ております。現在、交通安全指導の徹底、児童、

保護者への注意喚起、保護者、教職員による街頭指導が行われているとこ

ろでございます。今後も学校、道路管理者、警察との協力のもと、児童生

徒の安全な登下校に努めるとともに、関係機関へ働きかけていきたいと考

えております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      現在、本町でも５件のいじめが今継続で指導中となっておりますが、

この前、11月29日、教育委員会の定例会において社会文教常任委員６人

で傍聴に参りました。何か11月のいろいろ日程等々は説明全部して、教

育委員さんにおったわけですが、このいじめ問題等々、事故問題、１件

も連絡が、説明がなかったと私はちょっと思っておりますが、11月２日

に読売新聞において、柔道部のことで提訴されました。11月22日が裁判

の日であったんですよね。その報告すら教育委員さんにはしてないんで

す。このいじめ５件とそういう事故、いろんなあったものを何で教育委

員会委員の人たちに説明、また経過報告をしないのか伺います。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      お答えいたします。 

      過日の傍聴につきましては御礼を申し上げます。 

      個人名が出て相手の方、双方いろいろ課題があるというふうに判断し

た場合には、協議会という形で、その後のときとか別な日とかに集まっ

てもらって報告をしております。大変恐縮でしたが、あの日もあの後協

議会に切りかえまして委員には説明をいたしました。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      開かれた教育委員会と言いながら、傍聴者にはそういうことは一切聞

かせないで密室でやる。私は、それおかしいと思います。ですから、学

校の問題は内々にだけなってしまって大きな問題になってから新聞に発

表になったとか、そういうときしか我々にも、また執行部の方々にも知

らせていない。私は、本当に隠蔽がひどいと思います。この前行ったん

ですけれども、そういうのは一切しないで別なところで。やはり我々議

会でも堂々と傍聴者の皆さんが来ている中でいろんなことを議論するわ

けです。名前は誰も言ってくれとは言っておりませんよ。やはりこうい

う事例がありました。このことについてとかっていろいろ経過説明が私

はあってもいいのかなと、まず一つ考えました。 

      また、このいじめのマニュアルはあるでしょうけれども、じゃあ事故

等が発生した場合のマニュアルはつくっているのでしょうか、お伺いし

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 
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教育長 （堀籠美子君） 

      お答えいたします。 

      大変申しわけありませんが、やはり個人情報等るる心配されることが

ありますので、その状況によって協議会という形にさせていただきたい

と思います。 

      それから、２点目につきましては、町としてのマニュアルはないんで

すが、ただ先ほど申しました国のマニュアルと、それから県が９月、10

月と出しております。申しわけありません。（「事故があった場合のマ

ニュアルはありますか」の声あり） 

      特にマニュアルというのはつくっておりませんけれども、早期の対応

ということでいろんなケースありますけれども、一番は状況判断とか、

現場に行くとかという基本的なところで行っております。以上でござい

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      この前、11月23日、町民と議会の懇談会の折、ある町民の方からこの

ような、今、読み上げますけれども事例が報告されましたので。 

      大和町立某学校、Ｂ教諭について。Ｂ教諭は、ソフトボールの顧問を

していました。平成23年の中体連のことです。ソフトボール部では日よ

けのため具合を悪くした生徒の休憩の場にと簡易テントを購入しました。

各学校のソフトボール部も同じように学校単位でテントを用意している

ところも多いそうです。当日、Ｂ教諭はそのテントを設置したわけです

が、たまたまＢ教諭のものだけ突風で飛ばされある保護者の車に当たっ

たそうです。車を直す費用は何十万とかかりました。それを当時の校長

先生、そして教育長さんに報告したところ、自助努力をしてくださいと

言われたそうです。つまり自分の責任で支払いを努力してくださいとい

うことです。当時の校長先生いわく、保護者からカンパを募ればいいの
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ではないかと、そういうことを校長先生は言ったそうですが、Ｂ教諭は

冗談じゃない、誰がカンパを募れるのかと思ったそうです。仕方なくＢ

教諭は自腹を切ったとのことです。奥さんがたまたま保険に入っており

Ｂさんの個人的な保険から費用を賄ったと聞きました。当時の校長先生

と教育長さんから、これ奥さんにと１万円の商品券が渡され、仕方なく

受け取ってしまったそうです。Ｂ教諭はいつでもこの商品券を返す用意

があるとのことです。私は、学校及び町教育委員会が負担すべき費用を

このＢ教諭個人が自己負担することに疑問を感じます。この支払いの件

について検討を願いますということですが、このような事例があったか

否か、教育長、お願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      そのような事例がありました。しかし、そのことについては……。

（「よろしいです、あっただけで」の声あり） 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      これ公務中ですよね。公務中にこのような事故があった場合、これは

やはり個人負担なんですか。私は、公務災害、いろんな面で、でなけれ

ば同じ職員の方々もそうでしょうけれども、仕事中に何かして事故が起

きた場合、これ自己負担ということなんでしょうか。ですから、私は危

機対策マニュアルをつくっておって、何かあった場合は、これ部活で子

供たちを先生が乗せて遠征に行くとか多々あると思います。そのときは、

やはり自分の乗用車を学校で借り上げ、公用車並みにして行くという規

定もありますよね。そのときの事故もいざ起きた場合、万が一、これも

こういうことになっちゃうんですよ。ですから、ましてやこれは学校の
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テントを張ってやって事故が起きた。これはやはり町が負担をするべき

じゃないですか。どうでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      お答えいたします。 

      そのことによって、大分費用のことについては町内の校長先生方とも

相談しながら進めていったところでございました。ただ、お話の中によ

って、車のことについては準備できると。ご本人の保険があるというこ

とを伺って、それではそれで対応していただきたいというふうなことに

なりました。 

      それから、あとたまたま奥様がそういう保険に入っていたということ

で、そちらもそのようにそれをお願いするという形で先生にはお話しし

たというふうに私は求めたところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      じゃあ、もし保険入っていなかったら、これやはり自己負担だったで

すか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      その場合には相談を町当局とさせていただきます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      これはちょっとおかしいんじゃないですか。保険に入ってるからその

人の保険。何も入ってなければじゃあ町で考えます。ですから、私はこ

ういうことが起きた場合のためにきちっとしたマニュアルをつくってい

なければこういう問題が発生した場合対応できないんじゃないかと。私、

前からこれは文教常任委員会の折にも話しておったわけです。実際起き

てしまってからさあどうしましょうでしょう。ちゃんとこういうことを

しっかりしておけば何もその事例によってすぐ対処できるはずなんです。

今後こういうこと、教育長、考えていく用意があるんですか。早速マニ

ュアルをつくるとか、こういう事故起きた場合は町で負担をするとか、

そういったことを考えていくお考えありますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      本日の平渡議員のこの質問を定例の教育委員会にかけてぜひその方向

で考えさせていただきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      何とかやはり頑張っている方が子供のためにと思ってそういうテント

を張ったりいろんなことをしている先生が、事故起きたら自分の負担で

すよと言ったら何もしてあげられなくなるんです、子供たちに。余計な

ことすれば自分でしなければない。やはり安心して仕事させるためには、

何かあったらそれをきっちりとカバーしていくのが私は教育委員会でな

いのかなと。おっかなくて先生何もできませんよ、こんなことやって何
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もなかったら、マニュアルも何も。 

      もう１点、読み上げます。 

      二つ目です。私は、９月３日、４日に行われた議会を傍聴していまし

た。千坂議員による「いじめ対策は万全か」の一般質問に対し、教育長

さんは、早期発見、素早い対応、丁寧な経過説明が大切、すべての教職

員が当事者意識を持つなど立派な答弁を述べられておりました。そして、

さらに千坂議員は突っ込みました。いじめらた方にも原因はあるという

お考えですかと。教育長さんは答えました。そういう考えは持たないよ

うにしていますと。実に立派なお考えです。でも、実際はどうなんでし

ょう。大和町立某学校、Ａ教諭の事例です。 

      Ａ教諭は、平成23年９月13日、学校の職員室で大勢の生徒や先生方が

見ている中で、同僚の教諭から胸ぐらをつかまれ、勢いをつけて押され

けがをしました。頸椎捻挫という診断で１年たった今でも首の痛み、そ

れに付随して背中や腰の痛み、頭痛、めまいなどという症状に襲われて

います。体に痛みが走り夕方まで立って授業することが困難です。現在

も病院通いを余儀なくされています。暴力を振るった教諭は生徒指導主

事でした。生徒を指導する立場の者が10歳も年下の教員にいきなり暴力

を振るう。あってはならない行為です。その事件に対し、某学校の当時

の校長先生及び町の教育委員会は、事件を公にしたくない。事件を大き

くしたくないため、隠蔽工作に走りました。事故があったのは９月13日、

事故報告書もしばらくつくりませんでした。やっとつくった報告書、11

月に作成、虚偽報告だらけでした。 

      まず一つ、何が虚偽かというと、この一方的事件を喧嘩とみなしたか

らです。Ａ教諭は、喧嘩はしていません。挑発行為もしていません。一

方的に暴力を受けたにもかかわらず、町教委は教師のトラブルとして県

教委に報告をしました。つまり両方悪いとしました。そして、教育長さ

んは、このＡ教諭に対して転任を勧めてきました。この事件があったか

ら先生もいづらいでしょうと。加害者ならともかく被害者にまでそのよ

うな仕打ちはおかしいと思います。加害者も被害者の存在も面倒くさい

ので、臭い物にはふたをし、大和からいなくなってもらえばという考え

ではよくないと思います。この教育長さんの発言、今までの行いに対し、
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平成23年11月８日、宮城県教職員組合は指導に来ました。その後やっと

被害者Ａ教諭の実家に平成23年14日に町教委は謝罪に行ったのですが、

その謝罪の折、いまだに教育長さんは、この事件を喧嘩と言っていまし

た。一体何を謝罪に来たのかあきれました。被害者意識に欠けています。

喧嘩かどうか、学校の職員から事情聴取もせず、勝手に喧嘩と仕立て、

長期にわたり被害者Ａ教諭に心身ともにダメージを与え続けた現実があ

ります。学校で起きた暴力事件、いち早く解決に向かわせることが学校

及び教育委員会の仕事、素早い対応が大事と教育長さんは議会で言って

いました。教職員組合が動いてからやっと事情聴取に乗り出したのが２

カ月後であります。町教委が事情聴取をした日が平成23年11月９日から

11日。つまり暴力事件が起きてから２カ月後のことです。早期発見、素

早い対応とはきれいごとです。しかし、組合に突かれてから動く、事情

聴取をする、謝罪するでは非常に情けない。いじめられたほうにも原因

があるというお考えですかという質問にもそういう考えは持たないよう

にしていますと言っていた教育長さんですが、実際被害を受けた者にも

原因があるということにして、そして喧嘩というぬれぎぬを着せ被害者

を追い詰めているではありませんか。暴力に至る原因などそもそもあり

得ません。これは大変な問題です。当時の校長先生、教育委員会は、加

害者を擁護し、できるだけこの問題について波風が立たないよう考えて

いたようです。教育委員会は弁護士にも相談に行っております。弁護士

のところに行ったその証拠もあります。 

      という内容でありますが、これもあったか否かお伺いをいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      ございました。ただ、一つだけ、伺った中で臭い物にはふたをすると

いうことで転勤を勧めたということではございません。一般的にやはり

場所をかえて新たな気持ちで行うというのは勧める私たちの考えでござ

いますので、そこはご理解いただきたいし、そのことについてご本人の
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意思を尊重しなかったとは思っておりません。そこだけです。 

      あと、今、議員がおっしゃったことについても、改めて定例の教育委

員会でお話しさせていただきます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      お話しさせていただきますって、これ去年の９月に起こった事件なん

ですよね。それを教育委員さん方には一切まだお話しはしていないんで

すか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      失礼いたしました。その都度話はしております。つまり毎月の定例会

ではよく話をさせていただいておりました。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      ですから、これもいじめと同じなんです。生徒指導主事といいました

ら、やはり学校では校長、教頭、教務主任の次あたりの地位にある方で

す。その方が年下の、10歳も下の教員にこういう暴力を振るうというこ

とは、私はいじめの一つだと思います。ですから、いつでも教育長が言

っているように、早期対応、またいろいろこの前の一般質問でも述べま

したが、全然早期対応、早期あれはしてないじゃないですか、２カ月も。

それも教職員組合から指導を受けて初めて動いた。これいじめと同じな

んです。いじめも受けていながら、大津の中学校でもそうでした。ずっ
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と最後までいじめではないと。新聞等々、マスコミ等々で動いてから初

めていじめがあったと言うような。これすっかり同じですよ、今やって

いることは。ですから、私は、本当に何も隠したって、この新聞だって

同じです。新聞報道あってから我々に教える。やはりおかしいと思いま

す、これ、教育長。何でもっと早く対応できなかったのかお伺いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

教育長 （堀籠美子君） 

      こういう事件とか事故、そのときはやはり当事者といいますか、最初

の場合ですとやはり学校を信頼しておりましたので、校内での対応とい

うことに重きを置いたというところでございます。それで、遅れたと言

えば遅れたというふうに思っております。いずれのこの新聞のときも、

大変申しわけありませんが、このことについては余りにも突然でかなり

空白があいていたので、これは申しわけありません。本当にわからない

状態でおりました。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      これまだいじめの問題も今経過で、またつい最近もあったそうであり

ますが、保護者会を開いて、その後でも我々常任委員会にも全然何もな

い。我々は、あるところに行ってこういうことがあったそうですねと。

ある学校でこういうこと、事件が起きたそうですねと聞かされてから議

員は、えっ、そういうことあったんですか。恥ずかしいんです、はっき

り言って。ですから、保護者会まで開いたんであれば、もう全部世間に

わかっているんですよね。知らないのは議員だけでは恥ずかしいです、

本当に。ましてや我々社会文教常任委員会で教育委員会と一緒になって

子供たちを育てよう。何も教育委員会を責める、チェックするだけが私

たちの仕事ではないと思っています。やはりそういう問題あったら一緒
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になって解決していこうという姿勢が文教常任委員会にはあります、み

んな。それを相談もないで、新聞に出てからこういうことがありました。

それでは、我々はどうすればいいんですか。やはりこういう教育委員会

の今までの隠蔽体質が今になってぼろぼろと事件が出てきているんです。

教育長、そのことに関してどう思いますか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      お答えいたします。 

      過日の社会文教常任委員会に出て課長のほうから保護者会を開いた場

合にはやはり公になっているので、今、議員がおっしゃったとおり知ら

せるというか、報告が必要ではないかというのをいただいておりました。

まだ全体に諮ってはいないんですけれども、そのようになるかなという

想定をしているところです。 

      それから、やはりお話しするというところなんですが、どうしても個

人の名前が出てるときはなかなかいろいろな想定をしてしまいまして、

どうしてもオープンにできないという心情が働きます。まして子供たち

のこととなるとなおのことそんな感じを持っているところですが。以上

でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      我々、どこの誰それという名前は聞くつもりはありません。やはりこ

ういうことがありましたと一言だけ聞けば、私の中にも今度誰かに聞か

れた場合、一般の方々に。いや、こういうんだ。いや、違う。こういう

わけだったそうですよというようなことは弁護できるんです。それが何

も知らないんであれば、言われれば、ああそういうことがあったんです
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かと言ってやはり教育委員会のほうにそのままぶつける以外ないんです。

ですから、そういうことのないように、誰も個人情報とかそういうこと

を聞いているんじゃないんです。余り考え過ぎじゃないですか、教育長

さんが。どうぞ。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      お答えいたします。 

      ただいまの議員のお答えのようであればという、大変失礼ですけれど

も、そのように受けとめていただけるのであれば、過日の社会文教常任

委員会のときの報告ですか、そういうのは今後させていただきたいと思

います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      もう１点、この前の、今裁判中ですから余り触れはしませんけれども、

11月２日に読売新聞に載りましたね。その後、常任委員会の正副委員長

にこの連絡は受けました。新聞報道あってからです。でも、教育委員さ

ん方には連絡しなかったということで、結局11月９日に議員の方々に報

告をされました。その後、13日に臨時教育委員会を開いて委員さんに伝

えたようですね、この報道を。ですから、教育委員の方々にも知らせな

い。それも新聞報道が２日にあったのにもかかわらず13日まで教えてな

い。それは、私、何のために教育委員がいるんですか。学校の勉強とか

成績向上とかそういったことだけの質疑で、この前の委員会では。やは

りこういうことも、いろんなことを交えながら、こういういじめの問題、

何も一々氏名を出すことありませんよ。事例でいいんです。こういうこ

とがありましたので、まずお伝えしておきます。お知らせしておきます。
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やはり教育委員会の皆さんだって、委員の皆さんだってやはりそういう

ことを知らないでほかから知った場合、私も恥ずかしいと思います。私

も本当に恥ずかしかったですから。その点を今後直していっていただけ

ればと思います。 

      それでは、２点目に入ります。 

      通学路です。今回７万カ所を見たわけですが、これは大和町の教育委

員会でも危険箇所、通学路に関してはこの文科省が調べたんでないでし

ょうから、大和町の教育委員会が調べてそれを文科省のほうに、各町の

教育委員会が多分出したと思うんです。それで、今この23カ所ですけれ

ども、全部でこの通学路は何カ所、大和町ではあるんですか。通学路と

している道路です。 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      お答えいたします。 

      この調査は、小学校と分校が主で中学校のほうは調べておりません。 

      また、通学路は全部と、ちょっと総計できなくて申しわけありません。

学校ごとに持っておりますし、特に吉岡小学校においては余り数値がは

っきり出てないところもございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      じゃあ、これ文科省でどこを基準にしてこの７万カ所と言ったんでし

ょうね。全国で７万カ所あるという、はっきりした指数です。そのうち

５万カ所だかが危険箇所というようなのが出てたんです。ですから、多

分大和町でも教育委員会が調べて何カ所あります。そのうちで危険箇所

は何カ所ですというのを出したんじゃないですか。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      申しわけありません。お話しきちんとできなくてすみません。学校が

危険と思われる箇所でございます。通学路全部ではなく、その中で危険

と思われる箇所。それで、７校から上がってきたものが23カ所でござい

ます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      この通学路、本当に子供たちが通っていて危ないなというのを私たち

も見ております。それで、今から、これは学校だけ、教育委員会だけで

はだめなんです。やはり学校と警察と、そして行政、この三つが一緒に

しないと、こっちでは担当の都市建設課ですか、それが一緒になって見

て、ここがちょっと危ないねとか言わないと、学校だけで把握して教育

委員会にそのまま伝えても、教育委員会ではそのままなんです。警察と

一緒になってまず見たようなところもあるようですが、やはり連携をし

て、ここは危ないと言ったらそこはすぐ直していただくというような緊

急性のところは警察のほうでも見てやるわけです。それをしないと大変

だとまず思います。 

      あと、いつでも私も鶴巣のほうの危険箇所を一緒にＰＴＡの方々と見

るんですけれども、鶴巣の元中学校、今のふれあいセンターからこの北

目のほうにおりてくる。また、大崎三ノ関線がある。あと、今度もう少

し変則で砂子沢地区のほうから通学路として今通っている道路。変則４

差路というんですか、があるんです。それももう前から出しているんで

す。あそこは危ないんです。子供たちが砂子沢地区のほうから来て横断

するとき、見通しが大変悪いもんですから、ですからあそこにドットラ

インというか、大崎三ノ関線から両方から来る、下草から来る、大崎か
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ら行くのにあそこのところに少しでこぼこの歩道みたいなのをつけてい

ただくか、スピードをおろすために。そういうのをずっと前から要望し

ていたんですけれども、今全然改善なされていない。やはりそういうの

も見て、また道路管理のほうも一緒に行って、来てもらって直す。その

ようなことをしなければ、私は一向に、ただ学校から上がってきたのを

危険箇所と見るだけではだめだと思うんです。その点どうですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      この23カ所につきましては、先ほど申しました３者、教育委員会もも

ちろん入りましたが、３者によって現地を見て対応したところでござい

ます。それで、議員がおっしゃったこの北目地区ですか、このことにつ

いては、大変申しわけないんですが、対策予定箇所というふうに今なっ

ているところでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      あと、通学路となっているところで砂子沢から今の４差路に来る途中

で、平成19年に元気な地域づくり整備交付金というものをいただいて、

あそこを舗装していただいたんです、砂子沢から。でも、地目は農道な

んです。それで、砂子沢の方々が、あそこを子供たちが通ってくるんで

すけれども、除雪をしてもらえないということがあったそうです。それ

で、産業振興課のほうですか、担当、農地であれば。そうしますと、あ

そこは町道でないから、農道だから雪は掃けないということで今まで、

どこに言ったらいいかわからないといったような地元の方々の意見であ

ります。 

      それで、これも教育委員会ではあそこを通学路として認めておるんで
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すから、教育委員会、また産業振興課、また除雪の都市建設課等々と話

し合って、通学路であれば幾ら農道であってもそれはやはり除雪しなけ

ればならないんじゃないかなと私は思うんですが、いかがですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育長堀籠美子さん。 

 

教育長 （堀籠美子君） 

      議員、申しわけありません。協議いたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      協議していただくということで、そこだけでなく各地区にもそういっ

た箇所が多分あると思います。今、私のわかっている範囲内で地区内を

言ったんですけれども、今後ともいろんなことがあるでしょうけれども、

まず一つ一つ解決していただければと思います。 

      これで私の１件目の質問を終わらせていただきます。 

      ２件目でありますが、「鶴巣に公園を」、どこまで進んでいるかの質

問でありますが、過去２回、一般質問で鶴巣地区の公園整備を要望して

きました。その都度町長は、地域の人たちと協議をしながら検討してい

くとの答弁でありました。以来、庁内でもいろいろと検討がなされ前向

きな話もいただきました。地域の多くの人たち、特に子供たち、高齢者

の方々は、公園ができるのを心待ちにしております。公園整備の進捗状

況を伺います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      それでは、公園整備の件でございますが、現場につきましては、ご承

知のとおり高台に位置しておりまして、東側は大和町の東部地区の水田

地帯が一望されまして、西側は船形連峰を見渡すことができる場所でご

ざいます。春には桜の花が咲きまして地区の憩いの場となっているもの

と認識しております。 

      さて、進捗状況でございますけれども、検討するということでお話し

しておりましたが、担当課のほうで今、調査測量、設計まで進んでおる

ところでございます。 

      整備内容につきましては、東屋、ベンチ、照明などを配置して、公園

内は吹きつけ芝で仕上げるというような考え方を持っております。 

      今後のスケジュールでございますけれども、この地域の方々と協議と

いいますか、今後管理の問題も含めまして。それから、もう一つは、ト

イレの場所とか、上がいいのか、皆さんわからないかもしれませんけれ

ども、高台にありまして、結構な上り坂でございますので、車で上に上

れるような駐車場は設置しますけれども、トイレをどっちにしたらいい

か。そういったことについての協議。それから、でき上がった後の維持

管理、そういったことについてはなお地元の方と協議をしなければいけ

ないというふうに思っておりますが、そういったことをやって積算作業

に進んで、結果を検証して工事に着手という段取りを考えております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      大変ありがとうございます。あの場所は、皆さんちょっとわからない

と思うんですけれども、旧鶴巣中学校跡地です。あそこの上のほうに公

園が、前、体育館が建っておったわけですが、あそこが今公園というふ

うな更地になっておるわけでございます。あそこから私たち、今から中

学のときですけれども、多賀城、あの辺何もなかったころ、蒸気船が走

っていた。船が煙を出して行ったのがしっかりと見えたんです。今は別
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な蒸気船でないもんですから煙は見えませんけれども、本当にのどかな

地区で、やはり鶴巣の方々は、あそこは一番の見晴らしがいいし愛着の

あるところであるんです。 

それで、さっき町長がトイレ等々言いましたが、私は、トイレは防災セ

ンターの駐車場の一角でいいんでないかなと。やはり行く前に用を足す。

また、そのトイレは別なああいう防災センターがあいているときは中に入

って使えるんですけれども、閉まっている土日のときはああいうところに

散歩に行ったときも下にないとやはり、またあそこは駐車場でいろんな待

ち合わせ場所にもなっておるところでもあるんです、地区の。そういうと

きはトイレが下にあったほうがいいのかなと。上に置くと結構費用もかか

ると思いますので、設置していただけるならあの防災センターの外側で私

はいいと思いますが、これも地区の方々と協議して、せっかくつくってい

ただくものでありますから、やはりしっかりした地区民の方々にも喜ばれ

るようなものであればいいと思うんですが、町長、いかがでしょうか。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      トイレの場所につきましては、そのように議員のお考えもあると思い

ますが、上がいいのか、下がいいのか。上がいいかと言ったのは、実は

あそこ上り坂なものですから、ご老人は上まで車で行くんではないかと。

上のほうにある程度の駐車場を用意する。そこで憩われて、トイレ、ま

た下まで来るのどうなんだろうなというような考え方もあります。だか

ら、議員おっしゃるとおり、下にあったほうが防災面とかそういったこ

とについてはいいとは思いますが、なおその辺は地元の方と協議をさせ

てもらいたいと。 

      あと、維持管理といいますか、その辺につきましても、ああいう場所

ですので悪い利用と言ったら変ですけれども、いたずらされれば結構そ

ういったことにもなりかねませんので、そういった等につきましても地
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元の方々といろいろ協議をさせていただきながら進めてまいりたいと考

えております。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      これ、設計、いろんなものもできておるというわけでしょうから、年

度として見れば25年度中ではよろしいと考えていいんでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      予算につきましては今いろいろ来年度予算、検討しておりますので、

できるだけ早くということで考えております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      平渡髙志君。 

 

１１番 （平渡髙志君） 

      鶴巣地区は、黒川郡内の下水道、これは下草、砂子沢地区にまたがっ

てあります。また、し尿処理、これは大平地区にございます。黒川郡内

の下水、またはし尿処理を全部鶴巣地区で引き受けております。さらに、

県内の産業廃棄物も小鶴沢地区で一手に引き受けております。今回も20

万トンもの瓦れきの焼却灰を小鶴沢の処理場に搬入することを町、県、

公社等々で協定がなされたということ、冒頭の報告、町長からございま

した。いろんなところで瓦れきの受け入れ反対がされている昨今、鶴巣

地区民は反対もせず快く引き受けました。町としても国、県に対して全

面的に協力ができたものと考えております。今後もいろんな面で協力し

てくれる地区には環境整備等で応援していかなければと考えております
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ので、どうぞ今後ともよろしくお願いを申し上げ、私の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      以上で平渡髙志君の一般質問を終わります。 

      これで一般質問を終わります。 

                                           

日程第３「承認第８号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成２４年度大和町一般会計補正予算）」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第３、承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成

24年度大和町一般会計補正予算）を議題とします。 

朗読を省略して、提出者の説明を求めます。財政課長八島勇幸君。 

 

財政課長 （八島勇幸君） 

それでは、議案書の１ページをお願いしたいと思います。 

あわせまして、専決第１号ということで、別冊の資料もございますので、

そちらのほうもあわせてご準備をお願いできればと思います。 

承認第８号でございます。 

１ページにつきましては、専決の承認をお願いするに当たりまして、地

方自治法第179条第１項の規定に基づきまして承認をお願いするに当たり

ましての案文の記載でございます。 

続きまして、２ページをお願いしたいと思います。 

平成24年度大和町一般会計補正予算（専決第１号）でございます。 

第１条につきましては、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出

それぞれ1,141万8,000円を追加いたしまして、予算総額を90億5,602万

3,000円としたものでございます。 

予算補正の款項の区分につきましては、３ページの第１表によるもので

ございます。 

この内容につきましては、昨日公示されました衆議院議員選挙執行費で
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ございます。 

それでは、事項別明細書の３ページをお願いしたいと思います。 

専決第１号と書いてあるものでございます。 

まず、歳入でございますけれども、第16款県支出金３項県委託金第１項

総務費委託金５節選挙費委託金1,141万8,000円を計上いたしたものでござ

います。歳入につきましては、以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      総務課長伊藤眞也君。 

 

総務課長 （伊藤眞也君） 

      次に、歳出についてご説明いたします。 

      ２款４項４目衆議院議員選挙執行費であります。平成24年の12月16日

に執行予定であります衆議院議員選挙執行に要する経費を補正したもの

でございます。 

      １節報酬につきましては、選挙管理委員、投開票立会人の報酬でござ

います。 

      ３節職員手当等につきましては、投開票事務従事者等の時間外勤務手

当でございます。 

      ７節賃金につきましては、臨時事務補助員の賃金及び選挙広報配布賃

金でございます。 

      ８節報償費につきましては、ポスター掲示板、これを私有地に設置し

た際の敷地借り上げの謝礼ということでございます。 

      ９節旅費につきましては、投開票立会人等への費用弁償でございます。 

      11節需用費につきましては、選挙事務に要する消耗品代あるいは投票

所の入場券の印刷代等でございます。 

      12節役務費につきましては、郵送料及び期日前投票管理システムの保

守点検料でございます。 

      13節委託料につきましては、ポスター掲示板の設置及び撤去業務委託

料でございます。 

      14節使用料及び賃借料につきましては、会場借上料及び投票箱の送致
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用のタクシー借り上げ料並びに比例代表と、あと最高裁判所裁判官の国

民審査の投票用紙を読み取り分類する機械の借り上げ料でございます。

以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないものと認めます。 

      これより討論に入ります。討論ありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから承認第８号を採決いたします。 

      本件は、承認することに賛成の方は起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。よって、本件は承認することに決定しました。 

                                           

日程第 ４「議案第７４号 大和町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例」 

日程第 ５「議案第７５号 大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」 

日程第 ６「議案第７６号 会話町地区計画区域内における建築物の制限に関する 

条例の一部を改正する条例」 

日程第 ７「議案第７７号 大和町庁舎建設基金条例を廃止する条例」 

日程第 ８「議案第７８号 平成２４年度大和町一般会計補正予算」 

日程第 ９「議案第７９号 平成２４年度大和町国民健康保険事業勘定特別会計 

補正予算」 

日程第１０「議案第８０号 平成２４年度大和町介護保険事業勘定特別会計補正予算」 

日程第１１「議案第８１号 平成２４年度大和町下水道事業特別会計補正予算」 

日程第１２「議案第８２号 平成２４年度大和町農業集落排水事業特別会計補正予算」 

日程第１３「議案第８３号 平成２４年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算」 

日程第１４「議案第８４号 平成２４年度大和町水道事業会計補正予算」 

日程第１５「議案第８５号 黒川地域土地開発公社の解散について」 

日程第１６「議案第８６号 黒川地域行政事務組合規約の変更について」 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      日程第４、議案第74号 大和町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

基金条例から日程第16、議案第86号 黒川地域行政事務組合規約の変更

についてまでを一括議題とします。 

      朗読を省略して提出者の説明を求めます。まちづくり政策課長千葉恵

右君。 

 

まちづくり政策課長 （千葉恵右君） 

      議案第74号でございます。 

      大和町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例についてでござ

います。 

      議案書の４ページをお願いをいたします。 

      まず、設置の理由でございますが、防衛施設周辺整備調整交付金につ

きましては、基地周辺自治体への防衛施設周辺の整備に関する法律第９

条に基づいて交付金が交付されております。平成23年の４月に訓令によ

りまして平成23年度から基金の創設が可能となりましたので、調整交付

金及びＳＡＣＯ交付金の一部を基金造成するため本条例を制定するもの

でございます。 

      交付金につきましては、通常１次分と２次分と分けて交付されており

まして、２次分については年度後半に決定されておりますため、当該年

度中に事業計画を策定して執行するのに苦慮している状況にございます。

こういった課題を処理するため、調整交付金を基金造成し、効果的に使

えるようにとするものでございます。 

      なお、本年度は現在１億3,000万円ほどの交付金が交付されております

が、２次分の交付につきましては、普通交付金の分と、それから沖縄県

道104号越えの米軍移転訓練のＳＡＣＯ交付金が合わせて7,000万円程度

交付が予定をされております。最終交付決定につきましては、ＳＡＣＯ

の移転訓練が終了する２月から３月に確定するものと見込んでおります。 

      具体の充当先につきましては、規則で定めるものとしておりますが、

現在は大和町あんしん子育て医療費助成に係る事業を予定しております。 
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      なお、事業のメニューにつきましては、ソフト・ハード事業で防衛省

の定めるメニューの範囲内で可能でございますので、必要に応じてメニ

ューを検討していくものと考えております。 

      なお、対象事業につきましては、２年度以上にわたり継続する事業と

いうふうになっておりまして、最大10年間で造成処分を行わなければな

らないというふうにされております。 

      それでは、本条例の条文でございます。 

      第１条につきましては、基金設置の定めを規定したものでございます。 

      第２条につきましては、積み立てる額について特定防衛施設整備調整

交付金のうち予算で定める範囲内で行うものとしたものでございます。 

      第３条につきましては、基金の管理方法について定めたものでござい

まして、最も確実で有利な方法で保管をしなければならないと規定をす

るものでございます。 

      第２項につきましては、必要に応じて最も確実で有利な有価証券にか

えることができるというふうにしたものでございます。 

      第４条でございますが、基金から生じる運用収益については、基金の

目的の事業に充当することができるものとし、残余が生じた場合は基金

のほうに繰り入れを行うというふうにしたものでございます。 

      第５条でございますが、基金の処分について定めたものでございまし

て、防衛施設周辺の生活環境の整備に関する法律施行令に規定する公共

用の施設の整備または事業ということで、２年度以上にわたり継続して

整備または事業のうち規則で定めるものに充当する場合に限り処分がで

きるものとしたものでございます。 

      第６条でございますが、規則への委任事項でございます。 

      附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものであり

ます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      総務課長伊藤眞也君。 

 

総務課長 （伊藤眞也君） 
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      ５ページでございます。 

      議案第75号 大和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例で

ございます。 

      大和町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するというも

のでございます。 

      説明につきましては、皆様に配付しております条例議案等説明資料、

議案第75号、第76号、第86号関係という資料の１ページをごらんをお願

いいたします。 

      今回の一部改正につきましては、人事院の給与勧告に準じた取り扱い

を行うために改正するものでございます。ことしの人事院勧告は、月給

と期末勤勉手当、ボーナス分です。これにつきましては、民間と差がな

いということから勧告はございませんでした。それで、給料表とボーナ

スの支給月数の改定はありませんでした。 

      今回改正いたしますのは、50歳代、特に50代後半層において官民の給

与の差がまだ残っているということから、55歳を超える職員の昇給につ

いての改正を行うものでございます。 

      新旧対照表にございますが、右側の旧の部分でございますが、第５条

第７項で、55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同

項中「４号俸」とあるのは「２号俸」とするということで、現在は55歳

を超える職員については、昇給については２号俸アップするということ

になっておるところでございますが、これが左の新のほうの表でござい

ますが、第５条第７号で「55歳を超える職員に関する前項の規定の適用

については、その者の勤務成績が極めて良好及び特に良好であり、かつ、

同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし」となってお

りますが、これにつきましては、「かつ」以降、同項後段の規定の適用

を受けないというのは、これは懲戒処分等を受けた場合、これについて

は昇給はできませんよということの規定でございますので、今回55歳を

超えた職員の昇給につきましては、勤務成績が極めて良好か、また特に

良好である場合に限り行うものとするという形に改正となるものでござ

います。 

      それで、その場合の昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応
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じて、これは規則で定める基準、これに従い決定するものとするという

形に改正するものでございます。今までの標準の勤務成績、２号俸上が

っていたものが標準の成績では昇給はなしということで、ただそれ以上、

標準の成績より良好であると、極めて良好と特に良好という段階あるん

ですが、その場合は現在の号俸数よりも抑制された形での号俸数のアッ

プがあるということで、標準まではもう55歳を超えると昇給はしないと

いう扱いに直すというもので、その内容について規則で定めるというこ

とに改正するというものでございます。 

      議案書の５ページに戻っていただきます。 

      附則でございます。この条例は、平成25年１月１日から施行するもの

でございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      都市建設課長大畑憲治君。 

 

都市建設課長 （大畑憲治君） 

      議案書６ページをごらんになっていただきたいと思います。 

      議案第76号 大和町地区計画地域内における建築物の制限に関する条

例の一部を改正をする条例でございます。 

      大和町地区計画内における建築物の制限に関する条例の一部を次のよ

うに改正するものでございます。 

      別紙の説明資料の２ページをあわせてごらんになっていただきたいと

思います。 

      この地区につきましては、大和インター周辺区画整理事業におきまし

て８月の24日、換地処分の公告を受けまして新しい町名、地番に変更す

るものでございまして、そのための住所の変更ということで、新しい町

名につきましては、「大和町まいの一丁目」から「四丁目」というふう

に改正をお願いするものでございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      財政課長八島勇幸君。 
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財政課長 （八島勇幸君） 

      議案書７ページをお願いしたいと思います。 

      議案第77号 大和町庁舎建設基金条例を廃止する条例でございます。 

      大和町庁舎建設基金条例につきましては廃止することといたしまして、

附則として平成25年４月１日から施行するものでございます。 

      これは、庁舎建設基金の資金に充てるために設置しておりました本基

金条例を新庁舎が建設され残金をすべて一般会計に繰り出したことによ

るものでございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      暫時休憩します。 

      休憩時間は10分間とします。 

 

         午後３時２５分  休 憩 

         午後３時３３分  再 開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      再開します。 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

      財政課長八島勇幸君。 

 

財政課長 （八島勇幸君） 

      それでは、議案書の８ページをお願いしたいと思います。 

      あわせまして、事項別明細書第４号ということで別冊の資料もござい

ますので、そちらのほうもあわせてご準備お願いできればと思います。 

      議案第78号 平成24年度大和町一般会計補正予算（第４号）でござい

ます。 

      第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出それぞれ３

億3,826万3,000円追加いたしまして、予算額を93億9,428万6,000円とす

るものでございます。 
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      予算補正の款項の区分につきましては、第１表によるものでございま

す。 

      第２条につきましては、債務負担行為の追加でございまして、議案書

の12ページをお願いしたいと思います。 

      第２表債務負担行為補正、追加でございます。庁舎管理業務委託、期

間につきましては27年度まで、限度額につきましては5,700万円でござい

ます。町民バス運行業務委託、26年度まで、限度額につきましては3,591

万円でございます。一般廃棄物収集運搬業務委託、29年度までで、限度

額につきましては４億7,224万5,000円でございます。バスターミナル維

持管理業務委託、27年度まででございまして、限度額につきましては540

万円でございます。大和中学校スクールバス運行業務委託、27年度まで

でございまして、限度額につきましては１億1,865万円でございます。宮

床中学校スクールバス運行業務委託、27年度まででございまして、限度

額につきましては１億1,550万円でございます。 

      続きまして、13ページをお願いしたいと思います。 

      第３表の地方債の変更でございます。宮床中学校体育館に係る起債で

ございまして「5,900万円」から「6,270万円」へ370万円の追加、増加を

見込むものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきまして

は、記載のとおりでございます。 

      それでは、別冊の事項別明細書、３ページをお願いしたいと思います。 

      一般会計補正予算のまず歳入でございますけれども、第１款町税第１

項町民税２目法人町民税、現年課税分5,000万円の追加計上を見込んだも

のでございます。 

      第11款第１項地方交付税につきましては、確定いたしました普通交付

税5,000万円を追加で見込んだものでございます。 

      第15款国庫支出金第１項国庫負担金の第１目民生費国庫負担金のうち

２節障害者援護費負担金7,198万2,000円につきましては、歳出の増加見

込みによる国庫負担分２分の１分の計上となってございます。 

      ３節子ども手当負担金３億190万円の減額及び５節児童手当負担金につ

きましては、制度改正によるところの予算の組み替えとなっているもの

でございます。 
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      同じく、３目教育費国庫負担金1,071万5,000円につきましては、宮床

中学校屋内体育館国庫負担金の追加分でございます。 

      ４ページをお願いしたいと思います。 

      同じく、２項１目１節の障害程度区分認定等事業費6,000円、２節の次

世代育成支援対策推進事業費、減額5,000円は、それぞれ事業費確定見込

みによります調整を見込んだものでございます。 

      ６目１節特定防衛施設周辺整備調整交付金7,000万円でございますけれ

ども、基金への積み立て相当分を見込むものでございます。 

      第16款県支出金第１項１目２節3,599万1,000円の障害者自立支援給付

費につきましても国庫負担事業の４分の１分を見込んだものでございま

す。 

      同じく、３節子ども手当負担金5,465万3,000円の減額及び５節6,201万

3,000円の追加につきましても制度改正によります組み替えとなってござ

います。 

      同じく、２項県補助金１目２節の障害者自立支援特別対策事業費６万

7,000円につきましては、３件分の補助金を今回見込んだものでございま

す。 

      ３節児童福祉費補助金189万5,000円の減額につきましては、記載２事

業の減額によるものでございます。 

      続きまして、５ページでございます。 

      ３項委託金１目総務費委託金13万7,000円につきましては、説明掲載の

４統計事業委託金の増減による調整となってございます。 

      ２目土木費委託金３万円につきましては、建築実態調査事務費を見込

んだものでございます。 

      ３目教育費委託金76万2,000円につきましては、小中連携英語教育推進

事業費50万円、学校運営に資する取り組みに関する事業費26万2,000円を

見込んだものでございます。 

      17款財産収入１項２目の１節の利子収入12万7,000円につきましては、

五つの基金の確定見込みによります調整となってございます。 

      同じく、２項１目２節立木売払収入763万円につきましては、宮床山田

部分造林地立木売払収入でございます。 
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      同じく、２目１節の物品売払収入につきましては、公用車等売払収入

となってございます。 

      続きまして、６ページでございますけれども、18款１項４目１節ふる

さと寄附金につきましては、町内で開業されております眼科医さんから

のご寄附分を今回見込んだものでございます。 

      20款繰越金につきましては、歳出見合いでの2,998万4,000円の計上と

なってございます。 

      21款諸収入５項３目１節雑入につきましては、農業者年金業務委託手

数料８万6,000円、過年度の後期高齢者医療給付精算金889万6,000円を見

込むものでございます。 

      22款町債につきましては、先ほどご説明を申し上げました宮床中学校

屋内体育館に係る起債となってございます。 

      歳入につきましては以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      総務課長伊藤眞也君。 

 

総務課長 （伊藤眞也君） 

      ７ページでございます。 

      歳出についてご説明いたします。 

      １款１項１目議会費でございます。 

３節職員手当等につきましては、議員改選に伴います期末手当の減額分

を補正するものでございます。 

４節共済費につきましては、事務局職員の共済費の調整を行ったもので

ございます。 

９節旅費につきましては、議員研修に要する旅費を補正するものでござ

います。 

10節交際費につきましては、議長交際費の補正でございます。 

２款１項１目一般管理費でございます。 

２節給料、３節職員手当等及び４節共済費につきましては、組織見直し

に伴う人事異動によります人件費の調整によるものでございます。 
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以下、各節の２節、３節、４節の人件費関係につきましては、同様の調

整によるものでありますので説明は省略させていただきます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      財政課長八島勇幸君。 

 

財政課長 （八島勇幸君） 

      続きまして、３目財政管理費でございますけれども、25節積立金につ

きましては、基金から生じました利子の確定見込みによります追加積み

立てと寄附相当分の積み立てとなってございます。 

      続きまして、８ページになりますけれども、５目財産管理費の13節業

務委託料につきましては、町のマイクロバスの運行委託料、それから19

節交付金につきましては、分収造林契約に基づきます宮床山田部分林組

合への歳入の８割分の交付となってございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

まちづくり政策課長千葉恵右君。 

 

まちづくり政策課長 （千葉恵右君） 

      続きまして、６目企画費でございます。来年２月上旬から３月上旬に

かけまして王城寺原演習場において沖縄県道104号越え米軍移転訓練が実

施されることに伴いまして、住民の安全確保及び不安解消のための対策

事業といたしまして、パトロール、騒音測定、デモ対策に係る費用並び

に先ほど説明をいたしました防衛施設周辺調整交付金基金積立金の計上

を行うものでございます。 

      ３節職員手当につきましては、職員の時間外手当でございます。 

      11節の需用費でございますが、これはパトロールのための公用車等の

燃料代等でございます。消耗品については減額補正をしておりますが、

これにつきましては既存の予算との調整で減額をしておるものでござい

ます。 

      25節積立金につきましては、防衛施設周辺調整交付金基金積立金の創



 

 ９９

設を行うものでございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      税務課長庄司正巳君。 

 

税務課長 （庄司正巳君） 

      ２項徴税費２目賦課徴収費でございます。 

      ４節共済費につきましては、臨時職員に係る社会保険料でございます。 

      ７節賃金につきましては、償却資産申告書入力に伴う事務補助員に係

る費用でございます。 

      13節委託料につきましては、平成25年度住民税改正に伴う電算システ

ムの変更に係る業務委託料を計上いたしたものでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      総務課長伊藤眞也君。 

 

総務課長 （伊藤眞也君） 

      ５項１目統計調査費でございます。指定統計調査に係る経費を補正す

るものでございます。 

      １節報酬につきましては、就業構造基本調査、工業統計調査等に係る

調査員の報酬を補正するものでございます。 

      ３節職員手当につきましては、統計調査に従事する職員の時間外手当

の精算に伴う減額でございます。 

      ８節報償費は、統計調査に記入していただいた方への謝礼品の精算に

伴う減額でございます。 

      ９節旅費につきましては、これから実施となります統計調査の指導員

の費用弁償を増額補正するものでございます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      保健福祉課長瀬戸啓一君。 

保健福祉課長 （瀬戸啓一君） 
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      続きまして、10ページ、お願いいたします。 

      ３款民生費１項１目社会福祉総務費でございます。 

      25節の積立金につきましては、長寿対策基金預金利子の補正をお願い

するものでございまして、当該基金へ利子相当分を積み立てするもので

ございます。 

      28節の繰出金につきましては、国民健康保険事業勘定特別会計へ繰り

出しを行うものでございます。 

      続きまして、２目老人福祉費でございます。 

      13節の委託料につきましては、ひとり暮らしの高齢者並びに高齢者の

みの世帯への寝具のクリーニングサービス委託料でございまして、利用

者の増によります実績見込みの補正をお願いするものでございます。 

      19節の負担金につきましては、宮城県シルバー人材センター連合会へ

の市町村の負担金でございまして、今年度より大和町のシルバー人材セ

ンターが国庫補助適用法人となりましたことにより、本町の負担金が２

万円となりまして、当初予算１万円でございましたので、今回不足相当

分の１万円をお願いするものでございます。 

      20節扶助費でございます。これにつきましては介護用品の補助でござ

いまして、おむつ購入券への助成費用でございます。今年度の最終実績

見込みによります補正をお願いするものでございます。 

      28節の繰出金につきましては、介護保険事業勘定特別会計への繰出金

でございまして、特別会計の補正予算の中でご説明をさせていただきた

いというふうに思います。 

      続きまして、４目障害者福祉費でございます。 

      12節の役務費につきましては、障がい者の各種サービスに関しますサ

ービス内容の適、不適の審査、これにつきましては宮城県の国保連合会

に委託しているものでございますが、24年度の利用実績見込みによりま

す補正をお願いするものでございます。 

      13節の委託料につきましては、障がい者への福祉サービス並びに生活

相談業務並びに障がい者皆様の支援に関する相談業務につきましては、

黒川郡内の４カ町村が宮城県の社会福祉協議会、ぱれっとよしおかさん

に委託しておりますが、24年度の委託金額の確定に伴いまして執行残額
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の減額補正をお願いするものでございます。 

      19節の補助金につきましては、地域移行支度経費支援事業と言いまし

て、平成24年度、今年度より国、県の補助事業としまして施設入所者が

自宅並びにほかの施設に移行する場合、移る際に、その引っ越し費用相

当分としまして１人当たり３万円が支出されることになりまして、今回

３名の方が移ることになりましたので９万円の補正をお願いするもので

ございます。 

      20節の扶助費でございます。これにつきましては、今年度より障がい

者給付制度の改正によりまして障がい者へのサービス提供の幅が広くな

り緩和されたことによりまして、利用者のサービス量の増加、全体とし

て昨年より1.5,6倍の量になりましたことにより、今年度の実績見込み見

合いによる補正をお願いするものでございます。詳細の部分の補装具に

つきましては、利用実績の見込みによる補正61万7,000円をお願いするも

のでございます。 

      次のページ、11ページ、お願いいたします。 

      23節の償還金につきましては、平成23年度に国、県の補助事業としま

して実施しました地域生活支援事業という事業でございますが、この事

業の精算確定したことに伴いまして国、県の補助金を今年度に返還する

ものでございます。 

      続きまして、５目ひだりまの丘管理費、13節委託料につきましては、

ひだまりの丘の施設管理維持費用でございますが、この委託料につきま

しては、平成24年度から平成26年度の３カ年分を債務負担行為としまし

て昨年度12月議会におきましてご承認賜ったところでございますが、３

カ年分のうち平成24年度、今年度支払い分が確定したことに伴いまして

395万9,000円の補正をお願いするものでございます。 

      続きまして、６目後期高齢者福祉総務費でございます。 

      19節の負担金につきましては、宮城県後期高齢者連合会への本町の負

担金でございまして、本町の75歳以上の皆さんの保険料の確定見込みに

よる金額を計上するものでございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 
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      子育て支援課長高橋正春君。 

子育て支援課長 （高橋正春君） 

      同じく11ページ、３款２項２目児童措置費につきましては、子ども手

当支給事業から児童手当支給事業に制度が変更になったもので、この中

での20節扶助費につきましては、実績見込みによる増額と組み替えを行

うものでございます。 

      続きまして、12ページをお願いいたします。 

      ４目保育所費につきましては、もみじケ丘保育所の現状施設の中で定

員をふやして待機者の解消につなげたいということでの諸経費を計上し

たものでございます。 

      ７節賃金につきましては、保育業務に係る事務補助員の賃金でござい

ます。 

      11節につきましては、もみじケ丘保育所調理室とホールの間にありま

す棚の撤去と壁の修繕に要するものでございます。 

      12節手数料につきましては、検査手数料でございます。 

      13節委託料につきましては、保育業務システム機能改修に要する経費、

同じく保育所の調理室の整備業務と大和保育所からの備品等の移築を業

者に委託する予定での業務委託料を計上したものでございます。 

      18節備品購入費につきましては、児童用ロッカー、調理用ガスレンジ

の購入を行うものでございます。 

      19節補助金でありますが、菜の花保育園で行っている一時預かり保育

に対し補助するもので、実績見込みによるものでございます。 

      同じく５目児童館費13節委託料につきまして、もみじケ丘児童館特殊

建築物定期報告調査に要する業務委託料でございます。以上でございま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      保健福祉課長瀬戸啓一君。 

 

保健福祉課長 （瀬戸啓一君） 

      続きまして、次のページ、13ページ、お願いします。 
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      ４款衛生費１項１目保健衛生総務費でございます。 

      ７節の賃金でございますけれども、この賃金につきましては、臨時保

健師の賃金をお願いするものでございまして、今年の10月１日より東日

本大震災復興支援としまして保健福祉課正保健師１名を石巻市に派遣し

たことに伴いまして、欠員となった部分の補充をお願いするものでござ

います。 

      28節の繰出金につきましては、戸別合併処理浄化槽特別会計への繰出

金でございまして、当該会計の人件費が確定したことに伴いまして６万

7,000円を減額するものでございます。 

      続きまして、２目予防費でございます。予防費につきましては、７節

賃金、８節報償費、13節委託料の補正をお願いするものでございますが、

これにつきましては今年予防接種制度の改正によりまして、これまでの

ポリオ、すなわち小児麻痺でございますが、この小児麻痺の予防接種が

今年の９月から生ワクチン使用から不活化ワクチン、不活化ワクチンと

いいますのはウイルスを殺したワクチンでございますが、この使用に義

務づけられたことによりまして、これまで集団接種としてお医者さん、

看護師さんにお願いして現場で行っていたものが医療機関それぞれのお

医者さんで個別接種となったことによりまして、医療機関へ、医師会へ

委託することになったことによるものでございます。さらには、今年の

11月の１日より定期予防接種としまして４種混合ワクチンが導入されま

して、これまでの３種混合、すなわちジフテリア、百日咳、破傷風とい

うものに対しまして、さらにもう１種、不活化ポリオワクチンを組み合

わせたワクチンとしまして４種混合ワクチンを予防接種することに新た

に決まりましたことによりまして、これにつきましても新たに医療機関、

医師会へ委託することになったものでございます。これらのことにより

まして、看護師等の賃金、お医者さんへの報償費等を減額しまして委託

料の補正を願いするものでございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      産業振興課長高橋 久君。 
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産業振興課長 （高橋 久君） 

      同じく、３目環境衛生費の14ページ、19節負担金補助及び交付金でご

ざいますが、これにつきまして町有害鳥獣被害対策協議会への負担金で

ございまして、本年度は熊、イノシシの出没が大変多く、その駆除活動

が多かったことによりまして、その活動経費負担の増額をお願いするも

のでございます。主に熊の駆除に対しましては、半日出役が延べ185人、

一日出役が42人というふうになっておりまして、またイノシシにつきま

しては、半日出役が延べ180人というふうなことになっておりまして、こ

れらに対応する出役の日当分でございます。このほかにイノシシ１頭捕

獲した場合に１頭につき１万円の報奨金を支払うことにしておりまして、

今回３頭分の報奨金もこの中に含まれているというものでございます。 

      続きまして、14ページの５款農林水産業費１項農業費５目の農地費で

ございます。この28節繰出金につきましては、農業集落排水事業特別会

計への繰出金を減額するものでございます。 

      ６目の水田農業対策費の７節賃金でございますが、この費目について

はすべて人・農地プランのアンケート調査に係る費用でございまして、

７節賃金につきましては人・農地プラン作成に向けた全農家へのアンケ

ート調査を実施することにしてございまして、それに伴います発送、そ

れから集計等に係る臨時職員の賃金でございます。 

      11節需用費につきましては、アンケート用紙代、それから12節役務費

につきましては、アンケートの郵送料でございます。 

      続きまして、15ページをお開きをいただきたいと思います。 

      ６款商工費１項２目の商工振興費でございます。 

      ９節の旅費につきましては、企業誘致活動に要するものでございまし

て、首都圏を中心に毎月会社訪問を行っているところでありますが、今

後の活動に不足が見込まれますので増額補正をお願いするものでござい

ます。 

      11節需用費につきましては、リサーチパーク西地区に読売新聞社が立

地が決定しておりますが、それの歓迎の看板を設置するものでございま

す。 

      19節補助金につきましては、企業立地促進法による固定資産税の減免
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額の確定に伴いまして、町の奨励金の対象額が減額となるものでござい

ます。よろしくお願いします。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      都市建設課長大畑憲治君。 

 

都市建設課長 （大畑憲治君） 

      続きまして、議案書16ページをごらんになっていただきたいと思いま

す。 

      ７款土木費でございます。 

      まず、１目土木総務費、これにつきましては人件費の調整によるもの

でございます。 

      続きまして、２項道路橋りょう費の１目道路維持費でございます。こ

れにつきましては、側溝の修繕料を計上をしたものでございます。 

      同じく、２目道路新設改良費でございますが、これにつきましての12

節役務費につきましては、手数料ということで下の19節の負担金という

ことで上水道の加入金ということで、これにつきましてはターミナルの

水道の加入金だったんですが、役務費に当初計上していたもので19節へ

科目更正をしたものでございます。下の火災保険料につきましては、タ

ーミナルの火災保険料2,000円の計上でございます。 

      17節公有財産購入費でございます。これにつきましては、町道の柿ノ

木線の不動産鑑定の結果による補正によるものでございます。 

      19節につきましては、先ほどの説明のとおりでございます。 

      続きまして、４目交通安全費でございますが、これにつきましては、

カーブミラーの原材料の購入費でございます。 

      続きまして、17ページをごらんになっていただきたいと思います。 

      ４項の都市計画費でございます。 

      １目都市計画総務費でございますが、これにつきましては人件費の調

整でございます。 

      ２目下水道費、これにつきましては、下水道事業特別会計へ繰出金と
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いうふうな数字でございます。 

      ３目公園費、これにつきましては、杜の丘の調整池のブロックの補修

工事によるものでございます。 

      続きまして、５項住宅費でございます。これにつきましての需用費に

つきましては、現在震災によりブルーシートで屋根が覆われている状態

の木造住宅がございますが、それをトタン屋根に修繕する費用を計上さ

せていただいております。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      総務課長伊藤眞也君。 

 

総務課長 （伊藤眞也君） 

      ８款１項３節消防施設費の需用費でございますが、共同の敷地内に設

置しております防火水槽のマンホールに不具合が生じましたので、その

修繕に要する経費でございます。 

      ４目水防費の旅費につきましては、大雨の際等に出動していただきま

した水防団の出動手当に不足額が生じましたので今回補正するものでご

ざいます。 

      ５目災害対策費の12節役務費でございますが、地震や水害など大きな

災害が発生した場合に、その情報を大和町の区域内に所在する携帯電話、

これにメールで配信する緊急エリアメールというものを導入し運用する

ための経費を補正計上するものでございます。このシステムにつきまし

ては、携帯電話はＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバンク、それぞれの各社

の携帯電話にメール配信できるというものでございます。以上でござい

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      教育総務課長菅原敏彦。 

 

教育総務課長 （菅原敏彦君） 

      それでは、18ページのほう、ごらんになっていただきたいと思います。 
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      ９款教育費１項教育総務費２目事務局費８節報償費につきましては、

小中連携英語教育推進事業調査研究指定に伴いますクラスにおける英語

教育のグループ指導の際の補助員に対します謝礼分を補正をお願いする

ものでございます。 

      ９節旅費につきましては、小中連携英語教育推進事業における先進地

視察及び学校事務の共同実施推進の事業におけます先進地視察への旅費

の補正をお願いするものでございます。 

      11節需用費、消耗品費並びに印刷製本費につきましては、印刷用の紙

代、印刷用のマスター用紙代、インク、コピー用紙、参考図書及び研究

成果のまとめ書の印刷代の製本代というふうになっております。以上の

補正をお願いするものでございます。 

      12節役務費につきましては、連絡用の切手代等でございます。 

      19節負担金補助及び交付金うち補助金につきましては、私立の私立幼

稚園就園奨励費の24年度確定見込み額に対しましての当初予算に追加し

まして補正をお願いするものでございます。 

      25節積立金につきましては、学校校舎建設基金積立金の利子相当分に

対します利子の積み立て補正をお願いするものでございます。 

      次に、２項小学校費１目学校管理費11節需用費の消耗品につきまして

は、小学校６校、分校１校での学校用備品、ＡＥＤ（自動体外式除細動

器）のバッテリー及びパッドの法定交換に要します費用について補正を

お願いするものでございます。 

      ３目施設整備費うち15節工事請負費につきましては、小野小学校での

クラス増対応のための特別教室間仕切りに要します工事費について補正

をお願いするものでございます。 

      18節備品購入費につきましては、クラス増によります管理用備品、教

材備品の購入に要します費用の補正でございます。品目は、机、椅子等

でございます。 

      次のページをごらんになっていただきたいと思います。 

      19ページをお願いします。 

      ３項中学校費１目学校管理費11節需用費の消耗品につきましては、中

学校での学校備品、ＡＥＤのバッテリー及びパッドの法定交換に要しま
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す費用の補正をお願いするものでございます。 

      19節負担金補助及び交付金の補助金につきましては、中体連の東北大

会参加及び全国大会に参加しました中学校に対します大会参加経費分に

ついて補正をお願いするものでございます。全国大会は卓球の女子、東

北大会につきましても卓球の女子、水泳、さらには柔道というふうにな

ってございます。 

      ３目施設整備費うち18節備品購入費につきましては、中学校での特別

支援学級のクラス増に対します管理用備品の購入に要します経費の補正

でございます。 

      ４目中学校建設費うち12節役務費につきましては、宮床中学校屋内運

動場建設に伴います建築物の完成検査時に要します検査手数料分につき

まして補正をお願いするものでございます。 

      18節備品購入費につきましては、宮床中学校の屋内運動場の体育館用

備品、フロアシート、同巻き取り器等でございますが、それに要します

経費を当初予算に追加しての補正をお願いするものでございます。以上

でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      生涯学習課長森 茂君。 

 

生涯学習課長 （森 茂君） 

      それでは、続きまして９款１項社会教育費１目社会教育総務費でござ

いますが、報償費に対しまして旅費、需用費、役務費の放課後子ども教

室事業におきましてスタッフをふやすため予算を組み替えるものでござ

います。 

      続きまして、４目まほろばホール管理費18節備品購入費でございます。

ＣＤレコーダー及びカセットデッキ、大ホールステージ用３台を購入す

るものでございます。 

      続きまして、９款５項保健体育費１目保健体育総務費でございます。 

報償費につきましては、スポーツ支援奨励金不足分を補正するものでご

ざいます。 
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19節負担金補助及び交付金でございますが、スポーツ少年団１団体ふえ

ましたので、それによります補正でございます。 

続きまして、６目自転車競技場管理費でございます。 

11節需用費修繕料でございますけれども、18節備品購入費のほうから組

み替えをいたしまして、自転車の競技場走路のクラックの修繕をするもの

でございます。以上です。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      都市建設課長大畑憲治君。 

 

都市建設課長 （大畑憲治君） 

      10款の災害復旧費でございます。 

      ことし10月１日発生の台風17号によりまして、町内の町道の路肩並び

に法面の崩落がございましたので修繕料を計上したものでございます。

よろしくどうぞお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      財政課長八島勇幸君。 

 

財政課長 （八島勇幸君） 

      11款公債費でございますけれども、元金の増加につきましては、財政

融資資金の一部におきまして借り入れから10年を経過したもののうちの

利率の見直しが行われまして、これが元利均等償還のため元金につきま

しては40万3,000円増加したものでございます。並びに、都市開発資金転

貸債おきまして60万円の増加がございまして、合計100万3,000円の増加

となったものでございます。 

      利子につきましては、財政融資資金の10年経過分見直しによる減額及

び平成23年度借り入れ分の利子、当初２％見込んでおりましたものが

1.2％になったことによる減額となったものでございます。 

      一般会計につきましては以上でございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

      町民生活課長高橋正治君。 

 

町民生活課長 （高橋正治君） 

      議案書の14ページをごらんいただきたいと思います。 

      議案第79号 平成24年度大和町国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算（第３号）でございます。 

      １条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ4,794万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を22億

5,110万9,000円とするものでございます。 

      ２項としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、15ページの第１表、歳入

歳出補正予算によるものでございます。 

      歳入歳出補正予算事項別明細書の31ページをごらんいただきたいと思

います。 

      歳入でございます。 

      ７款１項１目１節につきましては、高額医療費共同事業交付金につき

まして事業確定見込みによる計上でございます。 

      ２目保険財政共同安定化事業交付金につきましても、同様に確定事業

の見込みによる計上でございます。 

      ８款１項１目１節につきましては、平成24年度基金利息見込み額の

2,000円を計上したものでございます。 

      ９款１項１目３節につきましては、一般会計から繰り入れされている

職員給与費について計上したものでございます。 

      10款１項２目１節につきましては、前年度からの繰越金を300万円増額

補正するものでございます。 

      続きまして、歳出でございます。 

      32ページ目をお開きください。 

      １款１項１目一般管理費につきましては、国保業務に従事する職員の

給料及び手当等の調整でございます。 
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      ２款１項１目一般被保険者療養給付費につきましては、財源の充当を

したものでございます。 

      ３目一般被保険者療養費につきましては、不足額が見込まれますので

300万円を追加補正するものでございます。療養費につきましては、療養

のため医師の指示により義足やコルセットの装置したときの費用とか柔

道整復師からの施術を受けたとき、またあるいは保険証を切りかえ途中

などで持参しないで受診したときなどが療養費として支給されることと

なっております。 

      ２款２項１目一般被保険者高額療養費については、財源の充当をした

ものでございます。 

      ６款１項でございます。１目高額医療共費拠出金と２目保険財政共同

安定化事業拠出金がありまして、どちらも県内全市町村が資金を拠出い

たしまして負担の変動を緩和する事業でございます。高額医療費共同事

業は、１件80万以上の高額医療費の分で、保険財政共同安定化事業は１

件30万円以上の医療費について県内の全市町村の拠出により共同で負担

する事業です。それにつきまして、今回国保連合会からの見込みがあり

ましたので補正額を計上するものでございます。 

      ８款１項につきましては、財政調整基金積立金の利子について2,000円

の追加補正をするものでございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      保健福祉課長瀬戸啓一君。 

 

保健福祉課長 （瀬戸啓一君） 

      続きまして、議案書16ページ、お願いいたします。 

      議案第80号 大和町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）で

ございます。 

      介護保険事業勘定特別会計補正予算につきましては、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

      第１条としまして、歳入歳出予算の総額に5,107万8,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ15億1,126万7,000円とするものでござい
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ます。 

      ２項としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額につきましては、第１表のとおりでございます。 

      別冊の事項別明細書の39ページをお願いいたします。 

      歳入でございます。 

      ３款国庫支出金１項１目介護保険給付費につきましては、国からの法

定負担分としまして介護給付費総額の15％相当分の給付費の補正でござ

います。 

      ２項国庫補助金１目調整交付金につきましては、現年度分の調整交付

金につきまして、やはり法定負担分の交付見込み額の補正をお願いする

ものでございます。 

      ４款支払基金交付金１項１目介護保険給付費につきましては、40歳か

ら64歳までの一般的に現役世代と言われる皆さんの負担相当分の支払基

金よりの交付金でございまして、法定負担分29％相当分の24年度実績見

込みによる補正でございます。 

      ５款県支出金１項１目介護給付費負担金１節現年度分につきましては、

やはり宮城県からの法定負担分17.5％相当分でございますが、この分の

介護保険実績見合いの補正をお願いするものでございます。 

      ７款繰入金１項１目一般会計繰入金１節介護給付費繰入金につきまし

ては、町からの法定負担分の繰り入れでございまして、これにつきまし

ても実績見込みの見合いによります補正をお願いするものでございます。 

      次のページ、40ページ、歳出でございます。 

      １款総務費１項１目一般管理費４節の共済費でございますが、人件費

の調整でございます。 

      ３項認定調査等費１目認定調査等費につきまして、特に９節旅費でご

ざいますが、認定調査員の費用弁償の調整でございます。 

      ２款保険給付費１項介護サービス等諸費の２目から４目につきまして

は、それぞれ施設介護、居宅介護、地域介護の給付サービスにおきます

実績見合いの補正をお願いするものでございます。 

      41ページ、お願いします。 

      ２項高額介護サービス等費１目高額介護サービス等費につきましては、
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介護サービス費の限度額を超えた分につきまして補塡給付するものでご

ざいまして、実績見合いの補正をお願いするものでございます。 

      ３目高額医療合算介護サービス費につきましても同様の実績見合いの

補正をお願いするものでございます。 

      ４項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サービス等費に

つきましては、偕楽園への入所者５名の皆さんへの相当分の宮城県国保

連合会への負担金の補正をお願いするものでございます。 

      ３款諸支出金１項２目償還金23節償還金利子及び割引料につきまして

は、平成23年度におきます介護報酬改定等に伴います電算システムの改

修事業を補助事業として行いました。この精算によります国への償還金、

返還金をお願いするものでございます。 

      ４款地域支援事業費２項１目介護予防ケアマネジメント事業費４節共

済費につきましては、人件費の調整でございます。 

      ７節につきましては、来年、25年１月より保健福祉課の社会福祉士、

女子職員でございますけれども、この産休に伴います臨時職員の賃金の

補正をお願いするものでございます。 

      13節の委託料につきましては、予防委託、ケアプラン作成の件数の増

加による実績見込みによる補正をお願いするものでございます。 

      次のページ、５目任意事業費12節の役務費につきましては、ひとり暮

らしの皆様等にお願いしています安心コール機器の設置手数料でござい

まして、平成24年度、今年度の実績見合いの補正をお願いするものでご

ざいます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      上下水道課長堀籠 清君。 

 

上下水道課長 （堀籠 清君） 

      それでは、議案書の19ページをお願いいたします。 

      議案第81号 平成24年度大和町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）についてご説明をいたします。 

      第１条、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入
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歳出それぞれ1,022万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

９億5,882万9,000円とするものであります。 

      ２項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予

算補正によるものでございます。 

      詳細につきましては、事項別明細書の45ページでご説明をいたします。 

      歳入でございます。 

      ３款国庫支出金１項１目下水道費国庫補助金につきましては、公共下

水道管路施設の長寿命化対策事業において増額となる補助事業費400万円

の補助率２分の１の計上200万円について増額補正をするものでございま

す。 

      ４款繰入金１項１目一般会計繰入金につきましては、人件費の調整、

施設管理費及び補助事業費分の増による補正でございます。 

      ５款繰越金１項１目繰越金につきましては、財源調整による補正をす

るものでございます。 

      ６款諸収入２項１目雑入につきましては、消費税の還付金でございま

す。 

      次に、46ページになります。 

      歳出であります。 

      １款１項１目一般管理費でありますが、一般管理費、施設管理費に要

する費用でございます。 

      ４節につきましては、共済組合負担金と共済費の人件費調整でありま

す。 

      11節需用費の修繕料につきましては、主に県道の舗装災害復旧工事に

伴いまして占用物件であります下水道のマンホールの蓋の高さの調整及

び下水道マンホール蓋周辺の段差発生に伴います現場の舗装のすりつけ

等に要する所要額について補正を行うものでございます。 

      12節役務費につきましては、下水道本管の緊急清掃に要する所要額の

補正をするものでございます。 

      13節委託料は、災害復旧工事の実施箇所におきます下水道台帳修正業

務委託について補正をお願いするものでございます。 
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      ２項の下水道建設費につきましては、公共下水道単独事業と補助事業

に要します費用でございます。 

      １目建設費３節職員手当等につきましては、地震災害復旧工事に係り

ます時間外勤務手当の補正をお願いするものでございます。 

      ４節共済費につきましては、共済組合負担金と人件費の調整でござい

ます。 

      15節工事請負費につきましては、下水道管路施設の長寿命化対策工事

に係るものでありますが、増嵩に伴いまして所要額を補正するものでご

ざいます。 

      ２款公債費１項１目元金及び２目利子につきましては、本年に繰り上

げ償還を実施しまして、その低利の借りかえを行ったことによりまして

償還額が変更となり今回補正をするものでございます。以上でございま

す。 

      次に、議案書の21ページをお願いいたします。 

      議案第82号 平成24年度大和町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）につきましてご説明をいたします。 

      第１条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から

それぞれ３万2,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をぞれぞ

れ6,334万3,000円とするものでございます。 

      ２項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予

算補正によるものでございます。 

      事項別明細書の51ページをお願いいたします。 

      歳入でございます。 

      ４款繰入金１項１目一般会計繰入金につきましては、財源調整による

減額の補正でございます。 

      次に、歳出でございます。 

      １款農業集落排水事業費１項１目一般管理費であります。 

      ４節につきましては、共済組合負担金と共済費の人件費調整でござい

ます。以上でございます。 

      次に、議案書の23ページをお願いいたします。 
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      議案第83号 平成24年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算

（第２号）についてご説明いたします。 

      第１条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ６万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

5,316万3,000円とするものでございます。 

      ２項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予

算補正によるものでございます。 

      詳細につきましては、事項別明細書の54ページでご説明をいたします。 

      歳入でございます。 

      ４款繰入金１項１目一般会計繰入金につきましては、人件費の調整に

基づく財源調整により減額補正をするものでございます。 

      次に、歳出でございます。 

      １款合併処理浄化槽費１項１目一般管理費及び２項１目合併処理浄化

槽建設費につきましては、４節の共済組合負担金と共済費の人件費調整

でございます。以上でございます。 

      次に、議案書の25ページをお願いいたします。 

      議案第84号 平成24年度大和町水道事業会計補正予算（第３号）につ

いてご説明をいたします。 

      第１条、総則でございます。平成24年度大和町水道事業会計の補正予

算は、次に定めるところによるものでございます。 

      第２条の収益的支出でございます。平成24年度大和町水道事業会計補

正予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するもので

あります。 

      支出でございます。 

      第１款水道事業費用に37万8,000円を追加し、合計を７億9,872万4,000

円とし、１項営業費用にも同額を追加いたしまして７億6,948万6,000円

とするものでございます。 

      次に、３条の資本的支出でございます。 

      予算第４条本文括弧書き中「２億2,737万2,000円」を「２億2,755万

4,000円」に、過年度分損益勘定留保資金「１億7,297万2,000円」を「１
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億7,315万4,000円」に改めまして、資本的支出の予定額を次のとおり補

正するものでございます。 

      支出でございます。 

      第１款の資本的支出を18万2,000円を追加しまして合計を３億1,644万

5,000円といたしまして、１項建設改良費につきましては７万1,000円を

減額し２億3,432万1,000円に、３項国庫補助金返還金は25万3,000円を追

加いたしまして合計額も25万3,000円とするものでございます。 

      次に、第４条、債務負担行為でございます。 

      債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおり

と定めるものでございます。 

      水道料金調定システム及び公営企業会計システムの機器賃貸でありま

すが、期間を平成25年度から平成29年度までの５カ年とし、限度額を

3,000万円、また同システムの保守でありますが、期間は同様に５カ年、

限度額を900万円といたすものでございます。 

      第５条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であり

ますが、予算第６条に定めた経費の金額を次のように改めるものでござ

います。 

      （１）の職員給与費を4,508万6,000円とするものでございます。 

      詳細につきましては、事項別明細書の58ページからでご説明をいたし

ます。 

      平成24年度大和町水道事業会計補正予算内訳書でございます。 

      収益的支出でございます。 

１款水道事業費用１項１目浄配水費でありますが、手当、法定福利費に

つきましては人件費の調整でございますが、そのうち手当は水道施設の漏

水発生などの緊急対応時の調査復旧に係る時間外勤務手当につきまして補

正をお願いするものでございます。 

      次に、59ページの資本的支出でございます。 

      １款資本的支出１項建設改良費２目鶴巣落合線配水管強化事業費の法

定福利費は、人件費の調整でございます。 

      ３項１目国庫補助金返還金につきましては、根古・若畑簡易水道の平

成23年度実施いたしました災害復旧工事の補助金に係るものでございま
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すが、補助金を含む特定収入額が課税売上額の５％を下回ったために、

補助金の交付要綱に基づきまして消費税申告におきまして国庫補助金の

消費税相当額につきましても返還をするものでございます。 

      次に、63ページの債務負担行為に関する調書でございます。 

      水道料金調定システム及び公営企業会計システムの機器貸借とシステ

ム保守につきましての債務負担行為を予定するものでございます。シス

テムの機器貸借につきましては、限度額を3,000万円、当該年度以降の支

払い義務発生予定額も同額の3,000万円、期間を平成25年度から平成29年

度までの５カ年といたしまして、システム保守につきましては限度額を

900万円、当該年度以降の支払い義務発生予定額も同額の900万円、期間

は機器貸借と同額の５カ年とするものでございます。 

      なお、その財源につきましては、営業収益により措置をするものでご

ざいます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      都市建設課長大畑憲治君。 

 

都市建設課長 （大畑憲治君） 

      議案書の26ページをごらんになっていただきたいと思います。 

      議案第85号 黒川地域土地開発公社の解散についてでございます。 

      黒川地域土地開発公社を解散することについて、公有地の拡大の推進

に関する法律第22条第１項の規定により、議会の議決をお願いするもの

でございます。 

      事由につきましては、公共用地、公用地等の取得について、黒川地域

土地開発公社によることなく、円滑かつ適正に行われるようになったこ

とと将来的に同公社を利用する計画がないことなどから、同公社を解散

するものでございます。 

      別冊の説明資料をごらんになっていただきたいと思います。 

      議案第85号関係の資料といたしまして添付させていただいております。 

      平成23年度黒川地域土地開発公社財産目録につきまして資料の１ペー

ジ、お開きになっていただきたいと思います。 
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      ここにまとめさせていただいたものが財産目録ということで、24年の

３月31日現在のものでございます。 

      まず、上のほうの表でございますが、資産の部、流動資産、普通預金

といたしまして1,321万2,423円、それから定期預金といたしまして４町

村250万ずつ出資いたしまして1,000万円でございます。合計2,321万

2,423円でございます。 

      下の表に移っていただきまして、負債の部でございます。これにつき

ましてはございませんでしたのでゼロというふうなものでございます。 

      正味財産2,321万2,423円ということで、この金額を設立いたしました

４町村に分配するものでございます。 

      続いて、裏面をごらんになっていただきたいと思います。 

      ここのページにつきましては、今後公社解散のスケジュールをまとめ

させていただいております。本議会でご承認をいただきましたらば、宮

城県に公社解散認可申請を提出いたしまして、予定では年明けの１月に

宮城県から公社解散の認可がおりる予定でございます。その後、解散及

び清算人就任の登記申請を行いまして、２カ月間の公告をいたしまして、

清算結了登記を行うことにより清算手続は結了することになります。予

定では年度末、３月に解散の手続が終了予定となっております。 

以上で解散の件について説明を終わらせていただきます。よろしくどう

ぞお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      総務課長伊藤眞也君。 

 

総務課長 （伊藤眞也君） 

      議案書の27ページでございます。 

      議案第86号 黒川地域行政事務組合の規約の変更についてでございま

す。 

      地方自治法第286条第１項の規定により、黒川地域行政事務組合規約を

別紙のとおり変更することについて、同法第290条の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。 
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      28ページ、別紙でございますが、黒川地域行政事務組合規約の一部を

変更する規約ということで、黒川地域行政事務組合規約の一部を次のよ

うに変更するものでございます。 

      これにつきましても条例議案等の説明資料、第75号、76号、第86号関

係を見ていただきたいと思いますが、新旧対照表の右側、旧の部分でご

ざいますが、第３条の第17号、「障害者自立支援法」、これアンダーラ

インがついておりますが、この法律名が今回変わりまして、左側の新の

ほうで第３条の第17号で「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」という法律の題名が変わったことに伴う改正という

ものでございます。 

      28ページの議案に戻っていただきます。 

      附則としまして、この規約は、平成25年４月１日から施行するもので

ございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

      これで説明を終わります。 

      お諮りします。 

      議事の都合により、12月６日は休会としたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、12月６日は休会とすることに決定しま

した。 

      お諮りします。 

      本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しま

した。 

本日はこれで延会します。 

再開は、７日の午後１時30分です。 

大変ご苦労さまでした。 
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   午後４時４３分  延  会 


